
教育委員会定例会日程 

 

平成２９年１月２６日 

 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定 

４ 報告事項 

（１） 芸術文化普及啓発事業（アウトリーチ）の実施結果について  

（資料１ 文化政策課）  

（２） 市議会１２月定例会の概要について      （資料２ 教育部・文化部） 

（３） 小田原市スポーツ振興基本指針の改正について   （資料３ スポーツ課） 

（４） 第二次小田原市子ども読書活動推進計画の策定について  （資料４ 図書館） 

５ 議事 

日程第１ 

  議案第１号 

平成２９年度学校教育の基本方針及び教育指導の重点について（教育指導課） 

日程第２ 

  議案第２号 

   平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について   （教育指導課） 

日程第３ 

  議案第３号 

   小田原市博物館基本構想の策定について          （生涯学習課） 

６ 協議事項 

（１） 平成２９年３月補正予算について【非公開】    （資料５ 教育部・文化部） 

（２） 平成２９年度予算について【非公開】  

（資料６ 教育部・文化部・子ども青少年部） 

７ 閉 会 



NO 実施校 日程 アーティスト 学年／人数等

1 小田原養護学校
平成28年4月26日(火)
①10：30～11：10
②13：15～14：00

TONES(打楽器）
①小中学部100人、先生80人、保護者12人
②高等部200人、先生80人、保護者5人

2 下中小学校
平成28年6月11日（土）

13:30～14:30
ハバネロサックス（サックス四重奏） 全校400人、先生10人、保護者10人

3 矢作小学校
平成28年6月27日(月)

10:40～12:10
山本東次郎（狂言） 5,6年生165人、先生10人、保護者18人

4 千代小学校
平成28年9月14日（水）

10:50～12:00
秦貴美子（声楽） 5年生83人、先生3人

5 桜井小学校
平成28年10月5日(水)

14:00～15:00
秦貴美子（声楽） 4,5,6年生288人、先生10人、保護者10人

6 東富水小学校
平成28年10月12日(水）

①11：35～12：20
②13：55～14：40

大久保宙（打楽器）
①1,2,3年生249人、先生8人、保護者22人
②4,5,6年生299人、先生8人、保護者10人

7 足柄小学校
平成28年10月18日(火)

①9:40～10:30
②11:10～12:00

チャイカ・トリオ
（ヴァイオリン･チェロ･ピアノ）

①1,2,3年生223人、先生8人、保護者25人
②4,5,6年生213人、先生8人、保護者10人

8 芦子小学校
平成28年10月20日(木)

10:35～11：20
バケツドラマーMASA（打楽器） 4,5,6年228人、先生10人、保護者5人

9 豊川小学校
平成28年10月24日(月)

14:00～15:00
一丸聡子（打楽器） 4,5,6年生212人、先生10人、保護者5人

10 報徳小学校
平成28年10月25日(火)

10:25～11:25
ハバネロサックス（サックス四重奏） 全校400人、先生9人、保護者20人

11 町田小学校
平成28年10月26日(水)

10:45～11:45
冨田慎平（和太鼓） 全校327人、先生15人、保護者18人

12 前羽小学校
平成28年10月27日(木）

10:40～11:40
学生サンバ連合ウニアン・ドス・アマ
ドーリス（サンバ）

全校142人、先生10人、保護者36人

13 片浦小学校
平成28年10月27日(木)

9:25～10:10
バケツドラマーMASA（打楽器） 全校92人、先生8人、保護者20人

14 国府津小学校
平成28年10月28日(金)

9:10～10:10
SPICY４(クラリネット＋アコーディオ
ン)

4年生102人、先生6人、保護者13人

15 曽我小学校
平成28年10月31日(月)

①9:40～10:25
②10:45～11:30

バケツドラマーMASA（打楽器）
全校89人　②先生5人、保護者15人
②先生4人、保護者1人

16 早川小学校
平成28年11月1日(火)

11:00～12:00
オルケスタ・ヨコハマ（タンゴ） 全校192人、先生20人、保護者19人

17 酒匂小学校
平成28年11月2日(水)

①10:00～11:00
②11:15～12:15

井上大辅(現代ダンス) 4年生65人、先生2人

18 白山中学校
平成28年11月8日(火)

13:35～14:35
柳家三三（落語） 1年生180人、先生10人、保護者8人

19 大窪小学校
平成28年11月11日(金)

①9:30～10:15
②10:35～11:20

井上大辅(現代ダンス) 5,6年61人、先生5人、保護者13人

20 富水小学校
平成28年11月14日(月)
①11：00～12：00
②13：50～14：50

冨田慎平（和太鼓）
①1,2,3,年生274人、先生11人、保護者12人
②4,5,6年生268人、先生11人、保護者7人

21 富士見小学校
平成28年11月18日(金)

①9:35～10:20
②10:40～11:25

TONES(打楽器）
①3,4年生170人、先生7人、保護者10人
②5,6年生190人、先生7人

22 下府中小学校
平成28年11月21日(月)

10:55～11:55
トリオ・リベルタ（室内楽） 全校361人、先生30人、保護者58人

23 下曽我小学校
平成28年11月29日(火)

11:00～12:00
小山久美
（クラシックバレエ）

全校189人、先生20人、保護者25人

24 市立病院
平成28年12月14日(水)

19:00～20:00

上島育（ヴァイオリン）安藤香織・菊
地貴子（ソプラノ）、田澤紀子（ピア
ノ）

患者･家族　150人

24カ所 32回実施 子ども5,762人、保護者等981人

※その他、放課後子ども教室にて開催予定

■平成28年度　芸術文化普及啓発事業　学校へのアウトリーチ実施結果一覧 資料１
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平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程                                          

 

第  １日目 １１月２４日 木 ・補正予算並びにその他議案一括上程――提案説明  

第  ２日目 １１月２５日 金 

（休 会）  （議案関連質疑通告 締切   正午） 

（一般質問通告 締切       午後３

時） 

第  ３日目 １１月２６日 （土） （休 会）    

第  ４日目 １１月２７日 （日） （休 会） 

第  ５日目 １１月２８日 月 （休 会）    

第  ６日目 １１月２９日 火 
・質疑、各常任委員会付託、陳情等付託 

 議会運営委員会・議会広報広聴常任委員会 

第  ７日目 １１月３０日 水 （休 会） 総務常任委員会 

第  ８日目 １２月 １日 木 （休 会） 厚生文教常任委員会 

第 ９日目 １２月 ２日 金 （休 会） 建設経済常任委員会 

第１０日目 １２月 ３日 （土） （休 会） 

第１１日目 １２月 ４日 （日） （休 会） 

第１２日目 １２月 ５日 月 （休 会） 

第１３日目 １２月 ６日 火 （休 会） 

第１４日目 １２月 ７日 水 （休 会）（委員長報告書検討日） 

第１５日目 １２月 ８日 木 

・各常任委員長審査結果報告・質疑・討論・採決 

・陳情等審査結果報告・質疑・討論・採決 

・一般質問 

第１６日目 １２月 ９日 金 ・一般質問 

第１７日目 １２月１０日 （土） （休 会） 

第１８日目 １２月１１日 （日） （休 会） 

第１９日目 １２月１２日 月 ・一般質問 

第２０日目 １２月１３日 火 ・一般質問 

第２１日目 １２月１４日 水 
・一般質問 

 （議会広報広聴常任委員会 本会議閉会後） 

 

＊告示 １１月１７日（木） 

＊議会運営委員会開催予定 １１月１７日（木）午前１０時 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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厚生文教常任委員会（教育部・文化部） 

 

 

平成２８年１２月１日実施 

 

１ 議題 

議案第１０４号  平成２８年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

陳情第９２号   学校施設の管理について見直しを求める陳情 

陳情第９３号   小田原市立学校に３学期制への回帰を求める陳情 

陳情第９５号   国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

陳情第９６号   神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

 

２ 所管事務調査 

（１）報告事項 

 ウ 第二次小田原市子ども読書活動推進計画の策定について 

エ 小田原市スポーツ振興基本指針の改正について 

ケ 第２期小田原市食育推進計画（素案）について 

サ 平成２８年度（平成２７年度分）教育委員会事務の点検・評価について 
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平成２８年度小田原市議会１２月定例会（教育部・文化部） 

 質問順 ５   ２１番  鈴木 紀雄  

３ 児童・生徒の交通事故防止対策について 

（１）通学路の安全点検と事故防止対策について 

 質問順 ７   ３ 番  井上 昌彦  

１ 小田原市の農業施策、農産物について 

（２）小田原市産農産物の給食への利用拡大について 

 

 質問順 ８   ８ 番  大村 学  

２ 三の丸地区の在り方について 

（１）大手門の復元について 

 

 質問順１０   ４ 番  安藤 孝雄  

２ 様々な分野における男女共同参画の推進について 

（１）庁内組織における管理監督者と市内小・中学校における管理職等への女性登用について 

３ 障害者差別解消法に基づく様々な取り組みの推進について 

（１）学校、庁舎、出先機関等施設面での充実や対応について 

 質問順１１   ９ 番   楊 隆子  

１ 女性が生き生きと輝く社会の実現を目指して 

（２）今後の展望について 

 質問順１２  ２６番  加藤 仁司  

３ 成人式について 

（１）来賓について 

 質問順１３   ２ 番  神永 四郎  

１ 小学校・中学校の学力向上に向けて 

（１）平成２８年度全国学力・学習状況調査結果と分析について 

（２）児童生徒質問紙・学校質問紙に関する調査結果と分析について 

（３）全国学力・学習状況調査結果の総括と今後の対策等について 

 

２ 発達に課題を抱えた子どもへの支援について 

（２）就学後の取組み支援について 

（３）専門スタッフの現況について 

（４）現在の課題と今後の取組みについて 

 



＊一般質問（教育部）
議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

教
育
長

通学途中における
児童・生徒の交通
事故はこれまで、
年間どのくらい発
生しているのか。

過去３年間の通学途中における交通事故の件数については、平成２６年
５件、平成２７年７件、今年については１月から１１月末の件数で５件
の発生となっている。

教
育
長

通学路の点検はど
のように行ってい
るのか。

通学路の点検については、毎年各学校単位で、ＰＴＡや地域自治会、警
察などによる合同点検を実施して、問題箇所などを明らかにしている。
その結果を合同点検参加者や道路管理者などが一堂に会する各学校の安
全対策会議等で協議を行い、市教育委員会を通じ、道路管理者や警察な
どに改善等の対応を依頼し、対応見込・状況等をフィードバックすると
ともに、順次改善を行い、安全対策を図っている。

教
育
長

神奈川県教育委員
会からの通学路の
点検指示などを受
けて、どのような
対応を図ったの
か。

神奈川県教育委員会から、平成２８年１０月２８日付けで、横浜市の事
故を受け、交通量の多い狭隘路(きょうあいろ)や見通しの悪い交差点の
点検等、児童生徒の登下校中の交通事故防止について、一層の充実を図
るよう通知があり、これを受けて市内各学校へ通知をした。今年度も、
様々な事故防止対策について、可能なものから随時対応し、安全対策の
充実を図っているところではあるが、教育委員会としては、さらに関係
機関の連携による継続的な取組や児童・生徒への交通安全教育などを求
めていく予定である。

部
長

通学路の点検に当
たっては、児童・
生徒からの意見や
体験も聞きながら
点検していくのが
良いのではない
か。

通学路の点検に当たっては、学校や自治会、ＰＴＡなどを中心に合同で
行い、様々な視点からの意見を伺っている。一方、学校では、教職員と
児童が一緒に下校する下校指導や保護者と児童が一緒に登校する親子登
校、また、児童・生徒の委員会活動や生活科などの授業を通して通学路
を振り返るなど、様々な場面から児童・生徒の意見や体験を聞いてい
る。こうした意見・体験を、通学路の点検や各学校の安全対策会議等の
協議に反映するよう、更に学校へ協力を求めてまいりたい。

教
育
長

通学路の安全対策
のうち、ソフト面
での対策としては
どのようなことが
考えられるのか。

通学路のソフト面での安全対策については、安全点検により問題が明ら
かになった通学路の変更や、地域住民などによる見守り活動が既に行わ
れているところである。また、教育委員会としては、児童・生徒の交通
安全の意識を継続し高めることが重要であると考え、自らの交通ルール
遵守はもちろんのこと、周囲の状況を注意し通行する必要があることも
指導するなど、交通安全教育を充実させてまいりたい。

教
育
長

学校給食における
小田原産農産物の
利用割合と、どの
ような食材を多く
使っているのか。

平成２７年度の、学校給食における米を除いた小田原産農産物の利用割
合は、重量比で２０．０１％であった。また、小田原産農産物で学校給
食に多く使用している食材は、玉ねぎ、もやし、小松菜、大根、里芋、
みかんであった。

教
育
長

学校給食における
小田原産の米の利
用割合について伺
う。

現在、本市では、中学校１１校、小学校２５校、幼稚園２園で学校給食
を実施しており、米飯給食は週に３回実施している。平成２７年度の市
全体の米の使用量は、１２５，４５９キログラム、その内、小田原産の
米は４１，５６０キログラム、３３．１％であった。

教
育
長

学校給食における
神奈川県の地場産
物の利用割合につ
いて伺う。

神奈川県が調査している、一定期間内の学校給食における地場産物の利
用品目数割合について、本市の平成２７年度の結果は、市内割合
１０．２％、市内を含む県内割合２５．１％、神奈川県の平均は、市内
割合７．０％、市内を含む県内割合１７．８％であった。

部
長

地場産物の利用拡
大に向けた市の取
り組みはどのよう
なものか。

地場産物の利用を拡大するために、学校栄養職員は、地場産物を利用す
ることを心がけながら、献立作成をしている。地場産物を学校給食にな
るべく多く取り入れるため、玉ねぎ、小松菜、ほうれん草、里芋などに
ついては、生産農家やＪＡから直接納品していただくシステムを一部構
築している。学校給食用食材は、安定した供給量が求められるため、生
産農家やＪＡと収穫量等の情報を共有し、献立作成に生かしている。農
産物の他に、全国学校給食週間やかまぼこの日には、各調理場で地魚や
練り製品を使った小田原献立やかまぼこ献立を提供して地場産物の利用
拡大を図っている。

鈴
木
　
紀
雄

児
童
・
生
徒
の
交
通
事
故
防
止
対
策
に
つ
い
て

小
田
原
市
の
農
業
施
策
、

農
産
物
に
つ
い
て

井
上
　
昌
彦
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議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

市
長

給食への地場農産
物の供給に向けた
現在の取組につい
て伺う。

現在、自校で炊飯している小学校１校について、今後、市内産の米を直
接供給できるよう、教育委員会と鋭意調整中である。また、平成２１年
３月に設立した市内の有機農業者４団体で構成する「小田原有機の里づ
くり協議会」では、毎年、市内の小学校全校に有機で栽培したミカンや
キウイフルーツを無料で提供し、地場農産物の消費拡大や有機農産物の
普及促進に取組んでいる。

部
長

農林水産省主催の
地産地消給食等メ
ニューコンテスト
等に応募するな
ど、地産地消に対
する意識を高めて
はどうか。

小田原市では、小田原献立やかまぼこ献立を始め、地場産物を多く使っ
た給食の提供に努めているほか、各学校では、学校栄養職員等が地産地
消など食に関する指導を行っている。また、家庭配布献立表等で、児
童・生徒の保護者にも地産地消を始め、食に関する情報も発信するとと
もに、学校給食展や親子料理教室でも、地域住民にも情報提供してい
る。このように、日ごろから地産地消に対する意識を高める取り組みを
行っているが、メニューコンテスト等に応募することなども、新たな取
り組みとして考えてまいりたい。

教
育
長

小学校、中学校に
おける管理職への
登用は、５年前と
現在ではどうなっ
ているのか。

小・中学校における管理職は校長と教頭であるが、平成２８年度は市内
３６校で７２名いる。このうち女性の人数と割合について、５年前とな
る平成２３年度は１６名で２２．２％、本年度は１９名で２６．４％と
なっている。

教
育
長

総括教諭における
現在の女性の比率
について伺う。

小・中学校における総括教諭は、平成２８年度現在、市内３６校で１５
１名いる。このうち女性の人数と割合については、７７名で５１．０％
となっている。

教
育
長

教育の現場でも、
意識改革や力量を
兼ね備えた人なら
ば誰でも管理職と
して登用されるこ
とが必要と思われ
るが教育長の見解
を伺う。

性別にかかわらず、人事については、能力や実績、意欲等を考慮した適
材適所の配置が重要である。そこで、女性の管理職についても、能力や
実績、意欲等を考慮しながら、積極的に校長や教頭として登用されるこ
とが望ましいと考えている。

市
長

学校、庁舎の施設
面における、障が
いを抱えた方々へ
の対応の現状につ
いて伺う。

本市の学校施設では、法を受けての特別な整備は行っていないが、従前
からと同様、児童生徒の障がいに可能な限り対応できるよう、入学や進
級等に合わせ、校舎内の段差解消やトイレの改修などを行っているとこ
ろである。また、本庁舎では、いわゆるバリアフリー法などに基づき、
階段の手すり、西側駐車場のスロープ、車椅子対応仕様のエレベータ、
みんなのトイレなど、順次整備を進めてきたところである。

部
長

学校や庁舎での障
がい者用駐車場の
設置の現状につい
て伺う。

本市の学校施設では、平成２６年度に屋内運動場を新築した町田小学校
を除き、障がい者用駐車場は確保していない。来校者用の駐車場につい
ては、学校敷地の一部を臨時的に使用することを認めているものである
ことから、社会開放等で来校する障がい者用駐車場も用意していない。
一方、本庁舎においては、１階守衛室前に２台、２階正面玄関前に２
台、西側駐車場に１台、計５台分の障がい者用駐車場を設けている。

時
田
副
市
長

学校施設において
も、駐車場を含
め、ハード面の整
備を検討すべきと
思うが、見解を伺
う。

学校施設においては、障がい者の入学や進級に合わせ、個別対応によ
り、階段の手すりや教室の間仕切り等の改修を行っており、今後も、保
護者・児童生徒本人の意向を踏まえ、学校と調整した上で必要な整備に
努めてまいりたいと考えている。また、学校施設については、今後は、
地域コミュニティの拠点としての役割も求められることから、誰もが使
いやすい環境整備を行っていく必要があることは認識しているが、老朽
化が進んでいる現状では、ハード面の整備については、大規模改修や建
替えの機会を捉えて対応していくこととなると考えている。

様
々
な
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
つ
い
て

障
害
者
差
別
解
消
法
に
基
づ
く
様
々
な
取
り
組
み
の
推
進
に
つ
い
て

安
藤
　
孝
雄

井
上
　
昌
彦

小
田
原
市
の
農
業
施
策
、

農
産
物
に
つ
い
て
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議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

楊
　
隆
子

女
性
が
生
き
生
き
と
輝
く
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て

教
育
長

人権教育につい
て、学校教育の中
でどのように取り
組んでいるのか。

本市では、子供たちの発達段階に応じ、学校の教育活動全体を通じて、
一人一人を大切にする教育を推進し、すべての人が尊重され、差別のな
い社会の実現に向けた実践的な態度の育成を目指している。学校では、
各校の人権教育推進に関する年間計画に基づき、学級活動や道徳の時間
等を中心に、互いに認め合うことの大切さや他者を思いやる心を育むと
ともに、児童生徒に様々な人権課題について考える機会を設けている。
私は、就任以来「命・地域・信頼」を学校教育の柱とし、子供たちの命
と人権を守る取組を進めている。子供たち一人一人の命は尊いものであ
り、子供たちの命・人権を守る教育、自分と他者をともに大切にする心
を育てる教育を、今後も一層充実させてまいりたい。

市
長

成人式へ現在の小
中学校長を呼んで
いるが、どのよう
な理由か。また、
成人式へ卒業時の
中学校長を招待す
ることは校長・新
成人の双方にとっ
て懐かしく、喜ば
しいものと思うが
いかがか。

現在の小中学校長は、新成人が在学した学校の代表であり、また、在学
時には学級担任や部活動の顧問として向き合ってこられた方々が多いこ
とから招待させていただいているものである。こうした、いわば恩師に
成人式へ出席いただくことが、成人となったという実感や、行動に責任
を持つという意識につながるものと考えている。ご提案の卒業時の中学
校長の招待についても、新成人にとって意義あるものと認識しているの
で、今後の検討課題としてまいりたい。

市
長

成人式の来賓であ
る小・中学校長の
最近の出席状況に
ついて伺う。

この数年では、小学校長は５人程度、中学校長には、ほぼ全員に出席い
ただいている状況である。

教
育
長

来賓として呼ぶ校
長は、成人が中学
卒業の際、卒業証
書を渡した校長が
ふさわしいと思う
が、教育長の見解
を伺う。

現在、成人式には、現役の中学校の校長が来賓として招待されている
が、市長からも答弁したとおり、彼ら、彼女らは、新成人が中学生で
あった当時、授業を受け持っていた世代である。このため、新成人に
とっては、中学時代に親近感をもった存在として受け止めることがで
き、また、懐かしさも強く感じられるのではないかと思われる。ご提案
の、来賓に中学校卒業時に卒業証書を渡した校長を招待することについ
ては、私としても、成人式をより思い出深いものとする一つの案として
意義あるものと考えている。

教
育
長

平成２８年度全国
学力・学習状況調
査結果と分析につ
いて見解を伺う。

教科の平均正答率は、小中学校ともにすべての教科で全国平均を下回っ
ているが、プラスマイナス５％の範囲内にあり、文部科学省の考え方に
準じると大きな差は見られず、全国と同程度であると捉えている。無解
答率については、昨年度の重点目標として取り組んだ結果、市全体とし
ては、改善が見られたものの、全国平均に到達している教科はなく、引
き続き重点目標として取り組んでいく。

教
育
長

児童生徒質問紙・
学校質問紙に関す
る調査結果と分析
について伺う。

児童生徒質問紙調査を見ると、小学校において家庭学習の時間が短く、
中学校ではゲームや携帯電話に費やす時間が長いといった傾向があり、
下校後の時間の使い方の改善が必要であると捉えている。学校質問紙調
査からは、各学校の授業研究を伴う校内研修の回数が、全国平均を大き
く上回っているが、全国学力・学習状況調査結果の指導改善への反映を
行った学校の割合が低く、熱心に行っている授業研究に、本調査の分析
結果をどのように反映させていくかが今後の課題である。

加
藤
　
仁
司

成
人
式
に
つ
い
て

小
学
校
・
中
学
校
の
学
力
向
上
に
向
け
て

神
永
　
四
郎
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議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

教
育
長

全国学力・学習状
況調査の総括と今
後の対策等につい
て伺う。

本調査の結果は、学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の
一側面であると認識しているが、調査問題は学習指導要領の目標や内容
等に基づいて作成されたものであり、その結果は児童生徒の学力を示す
ひとつの客観的な資料である。学習指導の改善・充実や学校での組織的
な学力向上の取組を通し、その成果のひとつとして教科の平均正答率や
無解答率の数値に表れて、全国平均に到達することを目標としたい。教
育委員会としても、本市の課題を的確に捉え、学校現場に有効な研修の
企画や分析結果に対する指導・助言を行う取組を進めたい。

部
長

本市がこれまで全
国平均を下回って
いる結果の要因は
何か。

調査結果が全国平均正答率を下回っている要因を特定することは難し
い。しかし、先ほど述べたとおり、子供たちの家庭学習の時間やゲー
ム・携帯電話に費やす時間、および各学校での全国学力・学習状況調査
結果を指導へ反映させるという点で課題があり、これが要因のひとつで
あると考えている。

部
長

全国学力・学習状
況調査の結果を受
け、教育委員会は
各学校に対してど
のようなとりまと
めを行っているの
か。

昨年度に引き続き、教育委員会で分析した各学校や中学校区ごとの調査
結果について、各校の学力向上策に活かせるよう、教育研究所長・指導
主事・研修相談員が１１中学校区を訪問し、各校の校長や教頭および担
当職員等に指導・助言を行った。

部
長

教科の平均正答率
が低い学校や無解
答率が高い学校へ
の指導、助言、対
策等は行っている
のか。

学校ごとの調査結果は様々な要因による影響を受けるものであり、受検
する児童生徒も毎年変わることから、市教育委員会として結果の低かっ
た学校だけに特別に指導を行うということはない。先ほど述べたとお
り、１１中学校区すべての学校に指導・助言を行い、教職員の授業改善
を図っているところである。

部
長

過去数年と比べ
て、児童生徒の学
習意欲や学力は向
上しているのか。
指導の改善等に向
けた取組はできて
いるのか。

平成２５年度に小学校６年生として受検した児童が、今年度は中学校３
年生として受検したところ、３年前より全体的に教科の平均正答率は上
昇しており、子供たちの学習意欲も含め、学力の向上が図られてきてい
ると捉えている。指導の改善等については、先ほど述べたとおり、本市
の教員は、全国と比べても授業研究に熱心に取り組み、授業の充実や指
導の改善に努めている。今後はそれらの取組が、児童生徒質問紙調査の
肯定的な回答の割合や教科の数値データの向上につながるよう、一層努
めていきたいと考えている。

部
長

調査結果について
の学校関係者や保
護者に向けて報告
会が必要と考える
がいかがか。

児童生徒の学力等に関する実態を保護者や地域へ伝えていくことは、学
校として説明責任を果たす上で必要なことと考えている。説明を行う際
は、児童生徒の今後の学習意欲につながるような説明や保護者や地域の
方の理解と協力を得られるような説明であることが大切だと考えてい
る。学校では、学校ホームページや学校便り、学年通信等に結果を掲載
したり、ＰＴＡ学年、学級懇談会等で説明したりしている。また、文部
科学省から送付される調査結果の個人票を、よかった点や努力点等の説
明を加え児童生徒に返却し、各家庭に結果を伝えている。

教
育
長

研究・成果発表に
ついて、教育関係
者・教職員・保護
者等含め、小田原
の教育を共有でき
る場の設定が必要
と考えるがいかが
か。

成果発表会の対象を教員だけでなく、地域の関係者や保護者等にも広げ
ていくことは、本市の学力向上に向けた取組を理解いただく上で有効で
あると考えている。今年度は、「未来へつながる学校づくり推進事業」
成果報告会で学力向上に関する取組について発表する予定であり、多く
の地域の方や保護者等にも聞いていただきたいと考えている。

教
育
長

小田原の教育全般
に関わる共同研究
チームの立ち上げ
が必要であると考
えるがいかがか。

児童生徒の学力向上を図るには、各学校の取組はもちろん、教育委員会
が中心となり、市全体で組織的に取り組んでいくことが重要であると考
えている。本市では、教育研究所の共同研究事業において、平成２６年
度、２７年度に「全国学力・学習状況調査の活用に関する研究」を行
い、市内学校の代表者や県教育研究所連盟の大会で研究発表を行った。
今年度は、この研究をさらに発展させる形で「プロジェクト研究」をス
タートさせた。このプロジェクト研究チームは、「基礎基本部会」「授
業改善部会」「家庭生活部会」の３部会から構成され、研究員として小
中学校の教員代表１２名が参加するほか、市校長会とも連携して取り組
んでいるところである。

神
永
　
四
郎

小
学
校
・
中
学
校
の
学
力
向
上
に
向
け
て
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議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

教
育
長

発達に課題を抱え
る子どもへの支援
として、小学校で
はどのような取組
をしているのか。

入学前においては、教育委員会が、幼児の様子や保護者の思い等をふま
え、必要な支援や環境、就学先について保護者と就学相談を行い、小学
校と連携を図るようにしている。入学後については、学校ごとに、校内
支援委員会を開催し、児童への支援や環境について検討したり、教育相
談コーディネーターを中心に相談体制を構築したりしている。いずれに
せよ、学校は保護者との合意形成を図ることを大切にしながら、児童一
人一人に必要な支援や環境を可能な限り整えることができるよう、教育
委員会と連携し取り組んでいる。

教
育
長

学校における専門
スタッフの現状に
ついて伺う。

教員以外では、日常的に児童とかかわる個別支援員や校内支援室指導
員、必要に応じて対応する臨床心理士等が児童生徒の指導や支援を行っ
ている。また、臨床心理士、県立小田原養護学校や国際医療福祉大学の
職員等で構成する支援教育相談支援チームを各校の要請に応じて派遣し
ている。支援教育相談支援チームは、校内の支援体制やさまざまな課題
をもつ児童生徒への実践的な支援方法等について、指導・助言を行って
いる。

教
育
長

学校における現在
の課題と今後の取
組について伺う。

児童生徒の多様な教育的ニーズに対応するため、現在、通常の学級に加
え、特別支援学級や通級指導教室、相談指導学級等、多様な学びの場を
設置しているが、それぞれの場で指導や支援にあたる教職員の資質向上
や人材の確保が課題であると捉えている。今後も、専門スタッフも含め
た校内支援体制の充実や教職員の資質向上、適切な人員の配置に努めて
まいりたい。

発
達
に
課
題
を
抱
え
た
子
ど
も
へ
の
支
援
に
つ
い
て

神
永
　
四
郎
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＊一般質問（文化部）
議員 項目 答弁 質問要旨 答弁概要

政
和
　
大
村
議
員

大
手
門
の
復
元
に
つ
い
て

市
長

大手門の復元への
可能性と課題につ
いて

　史跡として大手門を復元するには、古写真等の資料が必要であるが、
現在のところ存在していない。
　また、大手門の南側櫓台の石垣等は、横浜地方裁判所小田原支部の敷
地内に位置しており、復元整備には裁判所との調整が必要であることか
ら、現時点では大手門の復元整備を事業として直ちに位置づけるのは難
しい。
　しかしながら、大手門は重要な歴史的資源であるため、その復元につ
いては、今後、三の丸地区を整備していく中で、検討すべき事項のひと
つと考えている。
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小田原市スポーツ振興基本指針の改正について 

 

１ 小田原市スポーツ振興基本指針概要 

 

 （１）策定の背景・趣旨 

本市は、総合計画において「生涯スポーツの推進」を掲げ、スポーツを通じて健康

で生き生きとした社会の実現を目指す中で、市のスポーツ振興における基本的な方

向性を示すものとして、目標年次を平成 28 年度とする｢小田原市スポーツ振興基本

指針｣を平成２１年度に策定しました。 

この度、期間の満了となる小田原市スポーツ振興基本指針について、平成２７年

度に実施した「第２回小田原市民スポーツアンケート」の結果などをもとに見直しを

行い、平成３４年度を目標年次とする小田原市スポーツ振興基本指針（以下、｢本指

針｣という。）を策定します。 

※スポーツ振興基本指針と総合計画の推進期間  

小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」 

前期基本計画 Ｈ２３～Ｈ２８ 後期基本計画 Ｈ２９～Ｈ３４ 

小田原市スポーツ振興基本指針 

Ｈ２１～Ｈ２８ Ｈ２９～Ｈ３４ 

 

（２）現況と課題 

２－１ スポーツに対する意識の変化 

  ・身近で気軽に楽しめるスポーツや健康・体力づくりへのニーズの増加に対し、参

加、継続しやすい環境づくりが必要となっています。 

２－２ 本市におけるスポーツの実施状況 

   ・多忙な生活状況の中、スポーツ実施率（44.3％）を向上させるためには、日常 

生活の合間にできる運動の紹介やきっかけづくりが重要となっています。 

２－３ 既存の組織・団体と総合型地域スポーツクラブ 

  ・それぞれが目標に応じたスポーツの普及・発展に寄与していますが、生涯スポー

ツ社会の実現のために連携した活動が必要です。 

２－４ 地域スポーツの活性化 

・地域でのスポーツ参加意欲に比べ、活動団体やスポーツ推進委員の認知度は高く

ないため、コーディネーターとしてのスポーツ推進委員の育成・支援とともに、

人気が高いウォーキングなどによる地域での取り組みの推進が必要です。 

２－５ 子どもたちの体力向上、スポーツをする機会の創出 

・子どもたちのスポーツをする機会が減少しているため、スポーツを気軽に、継続

的に行える仕組みづくりが必要です。 

２－６ 高齢者・障がい者のスポーツ 

・スポーツ活動に生きがいや交流、健康増進が求められる中、年齢や障がいの有無

に関わらず、誰もがスポーツを楽しめるよう、支援や環境づくりが必要です。 

２－７ スポーツ施設の整備・充実 

・多様化する施設へのニーズやスポーツ観の変化を踏まえ、施設運営のあり方を研

究することが必要です。 

資料３ 
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２－８ スポーツ指導者の充実 

・競技から気軽な運動へ広がりをみせている市民ニーズに対応するため、大学や関

係機関と連携して、指導者の充実や活動の多角的な支援が必要です。 

２－９ 効果的なスポーツ情報の提供・発信 

・オリンピックなど、トップレベルのスポーツはスポーツ活動への意識を高める好

機となるため、効果的に情報提供できるよう取り組んでいくことが重要です。 

 

（３）目標 

生涯スポーツ社会の実現のため、気軽に、身近な地域や日常生活の中で運動を継

続することを目指し、次のとおり定めます。 

目標１  生涯スポーツを推進するために、幅広く関係機関が連携を図り、一体

となった取り組みを展開します。 

目標２  子どもから高齢者まで、多世代にわたるスポーツ活動を地域ぐるみで

推進し、屋外・野外で元気に体を動かせる機会を増やします。 

目標３  仕事や家事の合間に｢日常生活の中でできる運動｣をすすめるととも

に、スポーツへの意識の高揚を図ります。 

目標４  数値目標として、スポーツを全くしない人を 15％減少させるととも

に、成人週 1 回以上のスポーツ実施率を 65％にします。 

 

（４）スポーツ振興基本指針 

｢目標｣を達成するため、｢する｣｢みる｣｢支える｣の 3 つの視点に、日常を意識した

｢日常生活化｣というキーワードを加え、振興を図ります。 ※【】に表示 

 ｢する｣スポーツの振興  

生涯スポーツ社会実現のため、だれもが、どこでも、いつまでもスポーツができ

るよう、｢する｣スポーツを振興します。 

 【暮らしの中で気軽に行える運動】 

 ｢みる｣スポーツの振興 

市民が広くスポーツに興味・関心を持ち、またスポーツへの参加が動機づけら

れるよう、｢みる｣スポーツを振興します。 

【オリンピック・パラリンピック等を契機とした、日常とスポーツの融合】 

 ｢支える｣スポーツの振興 

豊かなスポーツ活動が促進できるよう、関係団体の連携や施設整備など、ハー

ドとソフトの両面から｢支える｣スポーツを振興します。 

【スポーツとコミュニティの活性化】 

 

２ 経過 

平成２７年 ８月２１日 小田原市スポーツ推進審議会に「小田原市スポーツ振興基本

指針の見直しについて」を説明 

平成２７年１０月１６日 小田原市民スポーツアンケートの実施（平成２７年１２月 

２５日まで） 

平成２８年 ３月 ７日 小田原市スポーツ推進審議会に「小田原市民スポーツアンケ

ートの結果について」を報告し、「小田原市スポーツ振興基
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本指針の見直しについて」を協議 

平成２８年 ８月２９日 小田原市スポーツ推進審議会において「小田原市スポーツ振

興基本指針の見直しについて」を協議 

平成２８年１０月１９日 小田原市スポーツ推進審議会において「小田原市スポーツ振

興基本指針の見直しについて」を協議 

平成２８年１２月 １日 厚生文教常任委員会に「小田原市スポーツ振興基本指針の改

正について」を報告 

平成２８年１２月１５日 パブリックコメントの実施（平成２９年１月１３日まで） 

平成２９年 １月２５日 小田原市スポーツ推進審議会にパブリックコメントの結果を

報告 

 

３ パブリックコメントの実施結果 

（１）意見募集の概要 

意見提出期間 小田原市スポーツ振興基本指針の改正 

政策等の案の公表の日 平成２８年１２月１５日（木） 

意見提出期間 平成２８年１２月１５日（木）から 

平成２９年１月１３日（金）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布 

（市内公共施設、ホームページ、スポーツ課窓口） 

 

（２）結果の概要 

提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） １１件 （１人） 

 インターネット １人 

 ファクシミリ ０人 

 郵送 ０人 

 直接持参 ０人 

無効な意見提出 ０人 

 

（３）提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとお

りです。 
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〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ４ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ５ 

Ｄ その他（質問、政策等に反映しないものなど） ２ 

 

 〈具体的な内容〉 

全体に関すること 

 
意見の内容（要旨） 区分 

市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

１ 

2-1 スポーツに対する意識の変化 

身近で気軽に楽しめるスポーツや健

康・体力づくりを増加させるためには体

育の知識がある指導者が必要であると

思いました。 

Ｂ 

スポーツ指導者については、

大学や関係機関等と連携し、充

実を図ってまいります。また、

「支える」スポーツとしても、

スポーツ実施率を向上させるた

め、指導者育成を図ってまいり

ます。 

２ 

2-1 スポーツに対する意識の変化 

参加・継続しやすい環境については

様々な地区の体育館などを利用してス

ポーツの基本について知ってもらう必

要があるのではと思いました。 

Ｃ 

スポーツに参加・継続しやす

い地区の体育館などを利用した

きっかけづくりについては、具

体的な取組事例の参考とさせて

いただきます。 

３ 

2-2 本市におけるスポーツの実施状況 

まず、実施率を上げるためには地域で

年齢ごとにエアロビクスなどを行って

みるのが良いのではないでしょうか。 

Ｃ 

地域での年齢ごとのエアロビ

クスなどの実施については、具

体的な取組事例の参考とさせて

いただきます。 

４ 

2-3 既存の組織、団体と総合型地域ス

ポーツクラブ 

生涯スポーツとは何か？を基本から

知る必要があると思います。私の通学し

ている大学には総合型地域スポーツク

ラブは子どもからスタートできるクラ

ブがあり、小田原市も体育協会などと相

談し、総合型地域スポーツクラブをさら

に充実していくべきだと思いました。 

Ｂ 

総合型地域スポーツクラブの

一層の活動の充実のため、種目

団体や地域団体等との連携を図

り、支援してまいります。 

５ 

2-4 地域スポーツの活性化 

ウォーキングだけではなくウォーキ

ングにジョギングをプラスしていくべ

きです。 

Ｂ 

現在実施しているウォーキン

グ事業のほか、ジョギングを含

めたランニングの定着の検討も

継続して進めてまいります。 



- 5 - 

 

６ 

2-4 地域スポーツの活性化 

できるなら私はスポーツ推進委員の

方がどのような活動をされているのか

知りたいです。 Ｄ 

スポーツ推進委員は、市民の

スポーツの推進のため、事業の

実施に係る連絡調整、スポーツ

の実技指導、市民スポーツ活動

の促進のための組織育成、スポ

ーツ行事・事業の協力などの活

動を行っています。 

７ 

2-5 子どもたちの体力向上、スポーツ

をする機会の創出 

まず、子どもたちに対し、スポーツ・

運動の大切さについてスポーツ推進委

員の方が講演をし、実際に運動を行わせ

る必要があると思いました。また運動を

行わせた後、どのくらい体力がないのか

を知り、運動教室を開催すべきだと思い

ました。 

Ｃ 

スポーツ推進委員による講演

や運動教室の開催については、

具体的な取組事例の参考とさせ

ていただきます。 

８ 

2-6 高齢者・障がい者のスポーツ 

高齢者には 6 分間歩行や、開眼片足立

ち、10ｍ障害物歩行の実施、障がい者に

は、シッティングバレーボールなどの実

施が良いのではないでしょうか。 

Ｃ 

御提案いただいた内容につい

ては、具体的な取組事例の参考

とさせていただきます。 

９ 

2-7 スポーツ施設の整備・充実 

小田原アリーナの使用についてもう

少し考える必要があるのではと思いま

した。市民にスポーツを実施してほしい

という思いがありますが、休日などには

小学校・中学校・高等学校などの体育館

や小田原アリーナの使用をもう一度考

えてほしいです。 

Ｃ 

身近な地域や日常生活の中で

気軽にスポーツを楽しめるよ

う、施設運営の在り方につい

て、ニーズを踏まえ研究してま

いります。 

10 

2-8 スポーツ指導者の充実 

まず、スポーツ推進委員の方が何人い

らっしゃるのかわからないので何も言

えないのです。 

Ｄ 

26 地区から 3 人ずつ、合計

78 人のスポーツ推進委員を委嘱

しています。 

11 

2-9 効果的なスポーツ情報の提供・発

信 

スポーツ協会などと連携していくべ

きであると思います。 

Ｂ 

市体育協会などとの連携を推

進してまいります。 

 



 

         （改正案） 
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１ 策定の背景・趣旨 

 

 

少子高齢社会の到来や情報化の進展、余暇の増大など、社会がこれまで以上に変化

していく中で、充実した自由時間の実現や健康・生きがいづくりなどから、市民のスポーツ

に対する志向は今後ますます高まることが予想されます。 

競技者を中心とした従来からの種目活動に加え、ウォーキングを始め、ペタンクやグラウ

ンドゴルフなどのニュースポーツに取り組む人々も増え、スポーツがこれまで以上に身近

なものになってきています。 

 

このように身近で、気軽に楽しめるスポーツへの高まりを受け、スポーツ観戦を楽しむこ

とや、スポーツ関連イベントの運営サポートで充実感を味わうことも「スポーツ活動への参

加」として捉える動きも見られ、スポーツへのかかわり方にも広がりが生まれています。 

 

一方、子どもたちのスポーツをする機会が減少し、特に近年は、子どもの体力向上が全

国的にも大きな課題となっています。子どもたちの体力・運動能力の低下傾向は昭和 ６０

年頃から続いており、さらに肥満などの生活習慣病の増加が深刻な社会問題となっていま

す。文部科学省では、中央教育審議会の答申「子どもの体力向上のための総合的な方策

について」を受け、平成１５年度から「子どもの体力向上推進事業」を実施していますが、

子どもたちの外遊びの減少も相まって、生涯スポーツの基盤づくりに大きな影響を及ぼす

ことも懸念されています。 

 

スポーツ活動へのニーズが多様化し、また、スポーツに対して新たな価値観が生まれる

など、これまでのスポーツ環境に変化が現れているなか、子どもから高齢者まで、だれもが、 

どこでも、いつまでもスポーツ活動を行えるようスポーツ環境をより充実させていくことが、

今後のスポーツ振興を支え・発展させる鍵となっています。 

特に、子どもたちがスポーツの指導を受けられ、いつまでも継続できるスポーツ活動の

新しい“しくみづくり”は大きな課題と言えます。 

 

国では１９６１年（昭和３６年）以降５０年間、国民スポーツの方向性を示してきたスポーツ

振興法に代わり、２０１１年（平成２３年）に、スポーツ基本法を制定し、それに基づく「スポ

ーツ基本計画」を策定しました。また、神奈川県では、２０１６年（平成２８年）にそれまでの

「アクティブかながわ・スポーツビジョン」に代わる計画を策定しています。 

本市は、２０１０年度（平成２２年度）までを計画期間とする総合計画「ビジョン２１おだわ

ら」において「生涯スポーツの推進」を掲げ、スポーツを通じて健康で生き生きとした社会

の実現を目指す中で、平成１９年度に「小田原市民スポーツアンケート」を実施し、スポー

ツ活動に関する市民ニーズを把握するとともに、スポーツ活動の実施状況等を調査しまし

た。その調査結果を踏まえ、市のスポーツ振興における基本的な方向性を示すものとして、
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目標年次を平成２８年度とする「小田原市スポーツ振興基本指針」を平成２１年度に策定

しました。 

この度、平成２８年度に期間の満了となる小田原市スポーツ振興基本指針について、平

成２７年度に実施した「第２回小田原市民スポーツアンケート」の結果などをもとに見直しを

行うものです。 

本指針目標年次については、市総合計画の後期基本計画目標年次の平成３４年度に

合わせ、推進に当たっては、基本計画、実施計画に反映させるものとします。 

 

 

 

 

 

～ 「運動」、「スポーツ」、「スポーツ活動」について ～ 

 

「運動」        

ここでいう「運動」とは、健康のためなどに行う軽度の身体活動をいう。 

「スポーツ」     

通常、スポーツは、競技スポーツ、生涯スポーツ、学校教育などで実施されている 

活動などを指すが、ここでいう「スポーツ」とは、それらのレベルや内容、目的に 

かかわらず、幅広く行うものをいう。 

「スポーツ活動」   

ここでいう「スポーツ活動」とは、実際に体を動かす“するスポーツ”のみならず、 

競技を観戦するなどの“みるスポーツ”、スタッフやサポーター、指導者などとして 

“支えるスポーツ”を指す。 

 

 

～2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023～

～H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35～

後期基本計画　H29～H34

小田原市スポーツ振興基本指針

H29～H34H21～H28

国（文部科学省）スポーツ基本計画　H24～H33

「かながわグランドデザイン」　H24～H37
神奈川県スポーツ振興指針

「アクティブかながわ・スポーツビジョン」
H16～H27

「オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン」　H26.8～

小田原市総合計画「おだわらTRYプラン」

前期基本計画　H23～H28
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２ 現況と課題 

 

 

２－１ スポーツに対する意識の変化 

 

社会環境の変化に伴い、人々のスポーツに対する意識も徐々に変化が生じてきまし

た。 

 

本市では、平成２０年２月と平成２７年１０月の２度にわたり、「小田原市民スポーツアン

ケート」を実施しましたが、どちらにおいても、定期的に行っているスポーツとして、「ウォ

ーキング」や「体操（ストレッチ）」など、手軽に実施できるものの割合が高い結果となりま

した。全国的にも、競技を中心としたスポーツだけではなく、身近で気軽に楽しめるスポ

ーツへと広がりを見せ始めています。 

今後も、スポーツに気軽に参加できるよう促すとともに、性別・年代を問わず、継続して

スポーツに親しめる環境づくりが必要になっています。 

 

★定期的に１日あたり３０分以上行っているスポーツについて（ゆるやかなスポーツ） 

 

出典：「小田原市民スポーツアンケート」２０１５．１０月 

 

また、健康・体力づくりのために運動をする人が増えています。 

運動をよく行っている者は、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病などのり患率や死亡率が

低いことが知られています。また、運動がメンタルヘルスに効果をもたらします。さらに高

齢者においても歩行など日常生活における運動が寝たきりや死亡を減少させる効果が

あることが示されています。 

多くの人が無理なく日常生活の中で運動が実施できる方法の提供や環境を作ることが

重要です。                                    出典：「小田原市健康増進計画」 

選択肢＜ゆるやかなスポーツ＞ 人数

ウオｰキング 238

体　操 120

室内器具を使う運動 69

ランニング 62

ボウリング 26

ダンス 24

水泳 23

キャッチボール･ドッジボール 20

ニュースポーツ 7

その他の軽い運動やスポーツ 49

していない 312

計 950

0 5 10 15 20 25 30 35
(%)



 小田原市スポーツ振興基本指針                                                     

－4－ 

 

２－２ 本市におけるスポーツの実施状況 

 

国では、１回あたり３０分以上の運動を週１回以上行った人の割合を「スポーツ実施率」

として、生涯スポーツ社会の実現に向けた一つの指標としていますが、「第２回小田原市

民スポーツアンケート」をもとに算出した本市のスポーツ実施率は、平成１９年度調査より

０．６ポイント上昇して４４．３％となりました。これは、国の調査結果（平成２４年）４７．５％

をやや下回るものの、県の調査結果（平成２７年）４２．２％を上回る結果となっています。 

また、「小田原市民スポーツアンケート」では、スポーツを全くしない人の割合（スポー

ツ非実施率）が前回より１．２ポイント上昇して３９．０％となっています。今後は実施率の

向上はもとより、非実施率の割合を減らすよう、スポーツをするきっかけづくりとなる施策

にも、より一層取り組んでいく必要があります。特にスポーツを行わなかった理由で最も

多いものが「仕事(家事･育児含む)が忙しいから」であることから、日常生活の合間に短

時間で手軽にできる運動の紹介、啓発が重要です。 

 

★スポーツを１日３０分以上行っている場合、その頻度について 

 

出典：「小田原市民スポーツアンケート」２０１５．１０月 

 

 

 

２－３ 既存の組織・団体と総合型地域スポーツクラブ 

 

本市には地域住民で構成された２６地区の体育振興会・体育協会があり、地域スポー

ツ活動の受け皿となっています。また、スポーツ基本法に基づき、本市では、各地域から３

名、合計７８名のスポーツ推進委員を委嘱しており、市民が行うスポーツ活動への指導・

助言をしています。さらに、市体育協会内には２１の競技団体、１０のレクリエーション団体、

そしてスポーツ少年団等が組織されており、それぞれ固有の種目や目標に応じたスポー

ツの普及・発展に寄与しています。 

一方、国が「全国の市町村に少なくとも１つ設置する」こととしている総合型地域スポー

ツクラブについては、本市ではすでに２団体が設立されています。 

選択肢 人数

週に３日以上 141

週に２日程度 91

週に１日程度 69

月に１日～３日程度 74

３か月に１日～２日程度 23

年に１日～３日程度 16

していない 265

計 679

0 10 20 30 40 (%)
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競技団体

1 小 田 原 野 球 協 会 12 小 田 原 ソ フ ト ボ ー ル 協 会

2 小 田 原 卓 球 協 会 13 小 田 原 バ ド ミ ン ト ン 協 会

3 小 田 原 市 陸 上 競 技 協 会 14 小 田 原 ス キ ー 協 会

4 小 田 原 ソ フ ト テ ニ ス 協 会 15 小 田 原 射 撃 協 会

5 小 田 原 水 泳 協 会 16 小 田 原 空 手 道 協 会

6 小田原地区バレーボール協会 17 小 田 原 テ ニ ス 協 会

7 小 田 原 柔 道 協 会 18 小 田 原 少 林 寺 拳 法 協 会

8 小 田 原 弓 道 協 会 19 小 田 原 市 ゴ ル フ 協 会

9 小 田 原 剣 道 連 盟 20 小 田 原 地 区 空 手 道 連 盟

10 小田原バスケットボール協会 21 小 田 原 市 ボ ウ リ ン グ 協 会

11 小 田 原 サ ッ カ ー 協 会

地区体育団体

1 緑 地 区 体 育 振 興 会 14 山 王 網 一 色 体 育 振 興 会

2 新 玉 地 区 体 育 協 会 15 下 府 中 体 育 振 興 会

3 万 年 体 育 振 興 会 16 富 士 見 体 育 振 興 会

4 幸 地 区 体 育 振 興 会 17 桜 井 体 育 振 興 会

5 十 字 地 区 体 育 振 興 会 18 豊 川 体 育 協 会

6 足 柄 体 育 振 興 会 19 上 府 中 体 育 協 会

7 芦 子 地 区 体 育 振 興 会 20 下 曽 我 体 育 協 会

8 二 川 体 育 協 会 21 国 府 津 体 育 振 興 会

9 東 富 水 体 育 振 興 会 22 酒 匂 体 育 協 会

10 富 水 体 育 振 興 会 23 片 浦 体 育 振 興 会

11 久 野 体 育 振 興 会 24 曽 我 体 育 振 興 会

12 大 窪 体 育 振 興 会 25 前 羽 体 育 振 興 会

13 早 川 体 育 振 興 会 26 橘 北 体 育 振 興 会

レクリエーション団体

1 小 田 原 市 歩 け 歩 け の 会

2 小田原市スクエアダンス協会

3 小 田 原 市 ゲ ー ト ボ ー ル 協 会

4 小 田 原 市 イ ン デ ィ ア カ 協 会

5 小 田 原 ペ タ ン ク 協 会

6 小 田 原 リ ズ ム 体 操 協 会

7 小田原市ダンススポーツ連盟

8 小 田 原 市 ス ポ ー ツ チ ャ ン バ ラ 協 会

9 小 田 原 市 パ ー ク ゴ ル フ 協 会

10 小田原市グラウンドゴルフ協会

種目団体はそれぞれ競技に応じた大会

等を積極的に行っており、また、２つの総

合型地域スポーツクラブについても、種目

や地域を拠点とした活動を行っています

が、「生涯スポーツ社会の実現」に向け、

今後は、新たな連携の必要性も生じてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データはすべてＨ２８年度４月現在）  

 

 

２－４ 地域スポーツの活性化 

 

地域が受け皿として生涯スポーツを支える一方、地域の活性化の一端をスポーツ活動

が担っているという互恵的な関係があるものの、「小田原市民スポーツアンケート」によると、

小田原市スポーツ推進委員、地区の体育振興会・体育協会、総合型地域スポーツクラブ

については「知らない」との回答が過半数を占めています。また、地区ごとにスポーツクラ

ブ･同好会の活動情報を集約して公開していますが、一部の活用にとどまっています。 

健民祭（地区の運動会）や市民総合体育大会など、地域単位のスポーツ活動への参

加が一定数見られることや、総合型地域スポーツクラブに「ぜひ加入したい」「条件次第で

加入したい」の合計が全回答の約３分の２を占めるなど、地域スポーツのベースは存在し

ているので、これを活かして地域スポーツの活性化を推し進めていく必要があります。 

こうした取組を進めるためには、地域でのコーディネーターとしてスポーツ推進委員の

育成・活動支援が重要です。 

また、気軽に楽しめ取り組んでみたいスポーツとして人気の高いウォーキングやランニ

ングは、スポーツを始める一歩となります。これらウォーキングやランニングを糸口に、スポ

ーツ振興を進めていくことが必要と考えます。 

 

 



 小田原市スポーツ振興基本指針                                                     

－6－ 

出典：「平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査における種目ごとの平均値」 

 

２－５ 子どもたちの体力向上、スポーツをする機会の創出 

 

子どもたちのスポーツをする機会が減少し、特に、近年は、子どもの体力向上が全国的

にも大きな課題となっています。国では、定期的に「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」を実施し、子どもの体力の状況を把握・分析することにより、体力向上に関して継続的

に検証することとしています。 

本市では、子どもたちのスポーツをする機会の受け皿として、スポーツ少年団や学校運

動部活動が中心的な役割を果たしていますが、近年の少子化の影響により、加入者の減

少や指導者の確保の難しさも新たな課題となっています。さらに、地域のつながりの希薄

化も子どもたちへはマイナスの要因となっています。 

このような傾向が継続的に進むことにより、子どもたちのスポーツをする機会を減少させ

るだけではなく、ゲーム機など室内遊びの増加による外遊びの減少も相まって、生涯スポ

ーツの基盤づくりに大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

平成２７年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果、神奈川県は小学５年生 

男子の体力合計点において全国４７都道府県中４６位、そしてその中でも本市の平均は

県内平均を０．５ポイント下回る状況でした。 

今後は、子どもたちがスポーツを気軽に、そして継続的に行うことができるしくみづくりが

求められています。 

また、小田原市教育委員会では、新体力テストの総合評価が下位層（D・E 層）の児童

生徒の割合を全国平均の割合まで下げることを目標としています。新体力テストの総合評

価とは、８種目全てを実施した場合の体力テストの合計得点（８０点満点）の良いほうから

A･B・C・D・E の５段階で評定した体力の総合評価のことです。スポーツの楽しさを伝え、

子どもたちの苦手意識の克服や、やる気をおこさせる等、地域などが学校体育を側面より

支援することが求められています。 

なお、子どもたちの運動能力向上のためには、幼児期からの運動を習慣付けることも重

要です。 

小学校５年生 
男 子 女 子 

小田原市 神奈川県 全国 小田原市 神奈川県 全国 

握力（kg） 15. 57 16. 44 16. 45 15. 28 15. 85 16. 05 

上体起こし（回） 18. 81 19. 21 19. 58 17. 96 17. 75 18. 42 

長座体前屈（cm） 32. 51 33. 30 33. 05 36. 98 37. 61 37. 44 

反復横とび（点） 39. 34 38. 92 41. 60 37. 94 36. 22 39. 55 

20m ｼｬﾄﾙﾗﾝ（回） 49. 31 48. 21 51. 64 37. 86 34. 98 40. 69 

50m走（秒） 9. 44 9. 39 9. 38 9. 64 9. 69 9. 62 

立ち幅とび（cm） 147. 99 148. 58 151. 24 141. 60 140. 58 144. 77 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ（m） 21. 70 21. 77 22. 52 13. 42 12. 65 13. 77 

体力合計点（80 点満点） 51. 94 52. 44 53. 80 53. 56 52. 61 55. 18 
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２－６ 高齢者・障がい者のスポーツ 

 

おだわら障がい者基本計画では、「障がい者にとって、スポーツ・レクリエーション・文化

活動への参加は、生活の質の向上を図り、ゆとりと潤いある生活を送るためになくてはなら

ないもので、こうした活動は、社会参加、リハビリテーションのみならず健康の維持増進、

余暇の充実等多様なニーズで展開しており、障がい者の生きがいや仲間とのふれあいに

必要です。」とあり、主な取り組みとして、障害者スポーツ大会参加選手への支援や障が

い者のスポーツ振興を行っている団体への支援事業等があります。 

おだわら高齢者福祉介護計画（第６期 平成２７～２９年度）では、新しい総合事業の介

護予防事業のうち介護予防普及啓発事業として、高齢者筋力向上トレーニング事業や、

いきいき健康事業を推進し、健康寿命の延伸に努めています。 

また、小田原市健康増進計画では、高齢者においても歩行など日常生活における身

体活動が寝たきりや死亡を減少させる効果があるとして、多くの人が無理なく日常生活の

中で運動が実施できる方法の提供や環境を作ることが重要とあります。 

生涯スポーツ社会の実現において、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが主体的

にスポーツを楽しむことのできる支援や環境づくりが必要と考えられます。 

 

 

２－７ スポーツ施設の整備・充実 

 

本市は、小田原アリーナを始め、城山陸上競技場や小田原テニスガーデンなど幅広く

スポーツ施設の充実を図ってきました。しかしながら、「小田原市民スポーツアンケート」に

よると、「施設の数も整備内容も不十分」という意見が最も多い結果でした。一方、市内の

スポーツ施設の利用頻度は、「利用したことはない」が５割以上もあることから、アンケート

結果をもとに、さらに分析をする必要がありますが、市民の自主的なスポーツ活動を促進

するため、今後は、多様化するニーズやスポーツ観の変化を踏まえた施設運営の在り方

も研究する必要があります。なお、ウォーキングやランニングでの安全に配慮した道路整

備なども求められています。 

 

★小田原市のスポーツ施設について 

 

出典：「小田原市民スポーツアンケート」２０１５．１０月 

選択肢 人数

施設の数も整備内容も不十分 199

施設の数も整備内容も十分 84

施設の数が少ないが整備内容は十分 77

施設の数はあるが整備内容が不十分 62

その他 168

計 590

0 10 20 30 40 (%)
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２－８ スポーツ指導者の充実 

 

本市では、これまで関係団体等を通じてスポーツ指導者養成事業を実施してきました

が、近年ではスポーツへの市民ニーズが競技を中心とした内容から、身近で気軽に楽し

める内容へと広がりを見せています。 

今後、市民のスポーツニーズの拡大やスポーツ環境の変化に対応した新しい視点を取

り入れるため、大学や関係機関等と連携し、スポーツ指導者の充実やスポーツ活動を多

角的に支援する必要があります。 

 

 

２－９ 効果的なスポーツ情報の提供・発信 

 

トップレベルの選手が繰り広げるパフォーマンスは、見る人を魅了し、スポーツ活動の

動機づけにもなります。２０１９年のラグビーワールドカップや２０２０年の東京オリンピック・

パラリンピック競技大会は、こうした絶好の機会であるとともに、小田原市をホームタウンと

する「湘南ベルマーレ」や、小田原アリーナをホームアリーナとする「湘南ベルマーレフット

サルクラブ」など身近なプロのスポーツチームは、市民の誇りであり、スポーツ活動を始め

るきっかけとなったり、今後スポーツをすることへの意識を高めるものとなります。 

また、本市のスポーツ活動に関する情報提供は、ポスターやチラシを始め、広報紙など、

紙ベースでの情報提供が主となっていますが、今後は、単に情報を発信するだけでなく、

様々なメディアを活用して効果的にスポーツ情報を提供できるよう取り組んでいくことが重

要となります。 

 

 

 

３ 目標 

だれもが、いつでも、どこでも、スポーツに親しむ生涯スポーツ社会の実

現のため、現況と課題を踏まえ、気軽に、身近な地域や日常生活の中で運動

を継続することを目指し、次のとおり定めます。 

 

 目標１ 

生涯スポーツを推進するために、幅広く関係機関が連携を図り、

一体となった取り組みを展開します。 
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地域や学校を始め、２６地区にある体育振興会・体育協会、２１の競技団体、１０のレクリ

エーション団体、そしてスポーツ推進委員協議会やスポーツ少年団、総合型地域スポー

ツクラブ等のスポーツ団体とともに、高齢者や障がい者にかかわる団体等も含め、幅広く

関係機関が連携を図ります。そしてそれを効果的に市民に情報提供し、参加を促進する

ことでスポーツ活動に接する機会を増やすだけでなく、継続してスポーツに親しめるよう、

スポーツ環境の土台を築きます。 

 

 目標２ 
 

 

子どもたちが小さな頃から体を使って遊ぶ経験を積むことは、成長してからもスポーツを

日常的に楽しむライフスタイルを保つことにつながります。また、地域の力を活かして世代

を超えたスポーツ交流を行うことは、スポーツのすそ野を広げるだけでなく、子どもや高齢

者の体力づくりや健康増進などの効果も期待できるため、その機会の提供に努めます。 

 

 目標３ 
 

 

スポーツ施設に出向かなくとも、家事の合間の短時間に日常生活の中で運動できる

（体を動かす）機会は多々あります。 

また、テレビ等でトップアスリートのプレーを観ることでも、スポーツをすることへの意

識・意欲は高まります。こうした「日常生活の中でスポーツ」を意識することにより、スポー

ツ振興を図ります。 

 

子どもから高齢者まで、多世代にわたるスポーツ活動を地域ぐ

るみで推進し、屋外・野外で元気に体を動かせる機会を増やしま

す。 

仕事や家事の合間に「日常生活の中でできる運動」をすすめる

とともに、スポーツへの意識の高揚を図ります。 
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 目標４ 
 

 

平成２７年度に実施した「小田原市民スポーツアンケート」によると、１回あたり３０分以

上のスポーツを週１回以上実施している人の割合（スポーツ実施率）は４４．３％となって

おり、また、スポーツを全くしない人の割合（スポーツ非実施率）は、３９．０％となっていま

す。そして、その中間層と言える「スポーツを実施してはいるが、週１回に満たない人」の

割合（中間層率）は１６．７％となっています。 

国では、できる限り早期にスポーツ実施率を６５％とするよう目標を定めています。本

市でも、本指針の目標年次である平成３４年度までにスポーツ実施率を６５％にするとと

もに、スポーツを全くしない人の割合を１５％減少させることにより、目標年次以降のスポ

ーツ実施率をさらに高めることを目指します。 

 

スポーツ実施率等の現状と目標 

 

 

◆ スポーツ実施率  ･･･ １回あたり３０分以上のスポーツを週１回以上実施している人の割合 

◆ 中 間 層 率   ･･･ スポーツを実施しているが週１回に満たない人の割合 

◆ スポーツ非実施率･･･ スポーツを全くしない人の割合 

 

37.8 

39.0 

24.0 

18.5 

16.6 

11.0 

43.7 

44.3 

65.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19年度

27年度

34年度

スポーツ非実施率 中間層率 スポーツ実施率

数値目標として、スポーツを全くしない人を１５％減少させると

ともに、成人週１回以上のスポーツ実施率を６５％にします。 

＜対平成２７年度実績。目標年次は平成３４年度＞ 
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４ スポーツ振興基本指針  

本指針は、本市スポーツ振興における基本的な方向性を示すものであり、「目

標」を達成するため、「する」「みる」「支える」の３つの視点に、日常を意識

した「生活」というキーワードを加えます。 

 

 

 「する」スポーツの振興                     

スポーツを「する」ことは、楽しさや達成感、さらに仲間意識や連帯意識が醸成され、

充実した自由時間の実現や、健康・生きがいづくりなど、様々な面でプラス要因に

つながります。 

スポーツ志向の高まりの中、スポーツを「する」機会を充実させるとともに、これまで

スポーツをする機会がなかった人たちへのきっかけづくりも今後のスポーツ振興を

発展させる鍵となります。 

 
 
 
 
 

 年齢や障がいの有無にかかわらず、だれもが主体的にスポーツを楽しめる環境づくり 

 初心者から上級者まで、レベルに応じたスポーツの推進 

 ニュースポーツの推進など、スポーツを始めるきっかけづくり 

 日常生活に運動を取り入れる環境づくり 

 

 

 

支える みる 

する 

スポーツ振興 

の視点 

 

目標１ 

関係機関が連携した 

スポーツ振興 

～『生活』の中にスポーツを～ 

目標２ 

多世代にわたる 

スポーツ活動を推進 

目標３ 

日常生活の中でできる運動をすすめる 

スポーツへの意識の高揚を図る 

目標４ 

スポーツ実施率の増加 

スポーツ非実施率の減少 

 

生涯スポーツ社会の実現 

生涯スポーツ社会実現のため、だれもが、どこでも、いつまでもスポー

ツができるよう、「する」スポーツを振興します。 
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   「する」スポーツ＋「日常生活化」＝暮らしの中で気軽に行える運動 
 

アンケートでは、スポーツを行わなかった理由として、「仕事（家事･育児を含む）が忙し

いから」という理由が多く見られました。しかしながら生活していくということは体を動かすこ

とである以上、日常のどこにでも運動の機会はあるはずです。日々の暮らしの中で気軽に

行える運動を進めることで、運動への気付きを促し、スポーツ実施率の向上を図ります。 

 

 

 「みる」スポーツの振興                    

「みる」スポーツは、スポーツの楽しみ方や参加のひとつの形態であり、スポーツ

文化の新しい楽しみ方として市民生活の中に定着しつつあります。そして、「みる」

スポーツは家族で楽しむことができるなど、誰でも気軽に取り組めることから、スポ

ーツのすそ野を広げることにもつながります。また、競技者のパフォーマンスに感

動やあこがれが生まれ、スポーツをする動機づけにもなり、さらにはトップレベルの

スポーツを「みる」ことは競技力の向上につながることも期待されます。 

 
 
 
 
 

 家族でスポーツを「みる」ための環境づくり 

 「みる」スポーツから「する」スポーツへの動機づけ 

 「湘南ベルマーレ」等、地元チームとの連携 

 競技力の向上、競技スポーツ振興へのつながり 

 

「みる」スポーツ＋「日常生活化」＝オリンピック・パラリンピック等を契

機とした、日常とスポーツとの融合 

2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの際には、

日本中がスポーツ観戦ブームに沸くことが予想されます。その時はテレビ、インターネット

等を通じて、多種目に渡る質の高いトップスポーツを観ることができるようになります。この

スポーツ観戦の機会の増大をチャンスと捉えて、大会後も暮らしの中で様々なスポーツ観

戦の習慣を育て、日常とスポーツとの融合を推進します。あわせてこれを契機に、市民を

「みる」スポーツから、「する」スポーツや、指導員・スポーツボランティア等「支える」スポー

ツにつなげ、未来へ続く一層のスポーツ振興を図ります。 

市民が広くスポーツに興味・関心を持ち、またスポーツへの参加が

動機づけられるよう、「みる」スポーツを振興します。 

「みる」スポーツへの参加を促します。 
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 「支える」スポーツの振興                   

システムの構築や施設整備、さらに指導者の育成など、「支える」スポーツを支援

することもスポーツ振興に必要不可欠なものです。 

また、学校や地区体育振興会･体育協会、スポーツ推進委員、総合型地域スポー

ツクラブなど、関係団体の連携強化もスポーツを「支える」重要な役割を担います。 

さらに、市主催のイベントなどで活躍するスポーツボランティア活動も、スポーツを

「支える」大きな柱となります。 

 

 

 

 

 多様化するニーズを踏まえたスポーツ情報の提供、施設の整備 

 学校や地域、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブ等の新たな連携 

 スポーツ非実施率を減少させるための指導者育成 

 スポーツボランティア活動の促進 

 

「支える」スポーツ＋「日常生活化」＝スポーツとコミュニティの活性化 
 

地域には地域の力が、スポーツにはスポーツの力があります。地域の力を活かすこと

はスポーツ振興のための重要な方策ですが、同じく、スポーツの力を活かすことは、生

活していくうえで必要不可欠な地域コミュニティを活性化するためにも有効であると言え

ます。つまり、それらは別々のものではなく、互恵的な関係にあります。 

一般に「支える」スポーツとは、「スポーツ〈を〉支える」ことですが、今後の人口減少時

代を見据えて、「スポーツ〈が〉支える」という視点も、新たに求められていると考えます。 

 

 

 

 

 

豊かなスポーツ活動が促進できるよう、関係団体の連携や施設整備な

ど、ハードとソフトの両面から「支える」スポーツを振興します。 
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第二次小田原市子ども読書活動推進計画の策定について 
 

１ 経過 

 平成２８年１０月２７日 図書館協議会に「第二次小田原市子ども読書活動推進

計画の策定について」を説明 

 平成２８年１１月２２日 教育委員会１１月定例会において「第二次小田原市子

ども読書活動推進計画の策定について」を説明 

平成２８年１２月 １日 厚生文教常任委員会に「第二次小田原市子ども読書活

動推進計画の策定について」を報告 

 平成２８年１２月１５日 パブリックコメントの実施（平成２９年１月１３日ま

で） 

平成２８年１２月２２日 社会教育委員会議に「第二次小田原市子ども読書活動

推進計画の策定について」を報告 

平成２９年 １月１７日 図書館協議会に「第二次小田原市子ども読書活動推進

計画の策定について」を協議 

 

２ パブリックコメントの実施結果 

（１）意見募集の概要  

政策等の題名 第二次小田原市子ども読書活動推進計画 

政策等の案の公表の日 平成２８年１２月１５日（木） 

意見提出期間 平成２８年１２月１５日（木）から 

平成２９年１月１３日（金）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布 

（市ホームページ、市内公共施設、かもめ図書館、 

市立図書館、けやき図書室、国府津学習館図書室、 

尊徳記念館図書室） 

 

（２）結果の概要  

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数）      ９件 （３人） 

 インターネット      ２人 

 ファクシミリ      １人 

 郵送      ０人 

 直接持参      ０人 

無効な意見提出      ０人 

 

 

資料４ 
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（３）提出意見の内容  

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次

のとおりです。 

 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ４ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ５ 

Ｄ その他（質問、政策等に反映しないものなど） ０ 

  

〈具体的な内容〉 

ア「第３章 1 家庭における読書活動の推進」に関すること  

 
意見の内容（要旨） 区分 

市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

 

１ 「ブックスタート」の取り組みを

関連部署との連携を図り具体的に行

うこと。 

Ｃ 

家庭における乳児と保護者

への啓発事業を推進する際に

いただいた意見について検討

いたします。 

２ 
「ブックファースト」にもぜひ取

り組んでもらいたい。 
Ｃ 

 

イ「第３章 ２ 地域における読書活動の推進」に関すること  

 
意見の内容（要旨） 区分 

市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

３ 

子ども読書活動推進には公立図書

館職員の姿勢が左右し、また、働き

が大きい。一方ボランティア市民の

協力も欠かせなく、また絶大なもの

と認識している。ボランティアとの

協働の活動がスムースに進められる

ような施策が必要。ボランティア市

民や図書館職員等のスキルアップ研

修等、一歩進んだ実施目標の具体的

な明記を望む。  

Ｃ 

職員の研修やボランティア

の養成講座等は、その効果を

検証しながら、各事業の継続

や廃止、新規事業の実施等を

行っているため、個々の事業

を具体的に明示することはで

きませんが、いただいた意見

は各事業内容を検討する際に

参考にさせていただきます。 
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４ 

「図書館を使った調べる学習コン

クール」を毎年開催し、子どもたち

の図書館（室）通いを促してほし

い。  

Ｂ 

事業を継続して実施し、調

べ学習での図書資料利用の習

慣を広げていきます。 

 

ウ「第３章 ３ 学校・幼稚園・保育所における読書活動の推進」に関すること  

 
意見の内容（要旨） 

区分 
市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

５ 

学校図書館司書配置が進められて

きたことは大きく評価したい。この

学校司書の配置は、直接雇用の形で

毎年継続できるように取り組むこと

を明記してほしい。  Ｃ 

学校司書の配置について

は、人員や予算の制約がある

ため、現時点では雇用形態を

含めた具体的な内容を明示す

ることはできませんが、学校

図書館の充実を向上させるた

めの検討を行う際に参考にさ

せていただきます。 

６ 

小中学校全てに学校司書が配置さ

れたことは、子どもの読書推進の意

味でも評価できるが、学校司書の配

置が５月半ばであることが、児童・

生徒にとって不利になっている。特

に入学したばかりの４月に司書が不

在で、図書室でのオリエンテーショ

ンをきちんとできないことは、その

後の図書室への親しみをもつ機会を

逃してしまっているのではないか。

配置時期を４月に合わせるべき。  

Ｃ 

学校司書の配置時期につい

ては、予算執行の制約がある

ため、現時点では配置時期等

の具体的な内容を明示するこ

とはできませんが、学校図書

館の充実を向上させるための

検討を行う際に参考にさせて

いただきます。 

７ 

保育園・幼稚園の多くは民間経営

者が多く、各園においての格差も大

きいのではと案じている。読書活動

推進として幼稚園、保育園と図書館

との連携をより一層積極的に推進す

るための施策を取ることが必要と考

える。  

Ｂ 

家庭も含め、地域（図書

館）と学校等（幼稚園や保育

所）との連携は本計画の基本

方針としております。この基

本方針に沿って、幼稚園や保

育所における読書活動を推進

してまいります。 
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エ「第３章 ４ 小田原ゆかりの文学を通じた読書活動の推進」に関すること  

 
意見の内容（要旨） 区分 

市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

８ 

小田原は日本中さがしても類のな

い文学者や政治家が在住し、作品を

残した地域。「小田原の文学を生か

す」これは他の地域ではできないこ

と。北原白秋が、たくさんの童謡を

生んだ街として、広がってきている

と知人が話している。北原白秋を通

じて、美しい日本語から美しい感性

を感じることができる。是非、この

計画を進めてほしい。 

Ｂ 

本計画にのっとり、小田原

ゆかりの文学を通じた子ども

読書活動を推進するととも

に、「考えられる」「伝えら

れる」「大切にできる」子ど

もを育てていくことを目指し

ます。 

 

オ「第３章 ５ 新たな図書施設の中での読書活動の推進」に関すること  

 
意見の内容（要旨） 区分 

市の考え方 

（政策案との差異を含む。） 

９ 

現在、進められている「駅前図書

館」があるが、駅前の利便性から、

これまでの利用者以外にも門戸が広

がり、親子で本に触れる機会にも繋

がればよい。 

Ｂ 

 本計画にのっとり、新たな

図書施設への子育て世代や子

ども連れの来館を促進しま

す。 

 

 

 



 

 

 

第二次 

小田原市子ども読書活動推進計画（案） 
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第１章 計画策定の背景 

 

１ 子どもの読書活動の意義 

「子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年１２月１２日法律第１５４

号）」の基本理念では、子どもの読書活動について、「子どもが、言葉を学び、感性

を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に

付けていく上で欠くことのできないものであり、すべての子どもがあらゆる機会と

あらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのた

めの環境の整備が推進されなければならない。」と明示されています。 

子どもたちの知性の地平を拓き、子どもたちの世界を豊かにし、子どもたちが健

やかで心豊かに人生を生きていくために、その成長過程で、本に触れ、本を読むこ

とは、大きな意義を持っています。 

今日では、時間に追われるくらい忙しすぎる日常を送る子どもたちも、少なくあ

りません。こうした生活の中で、本に触れる時間は、大変貴重な時間です。その貴

重な機会に、子どもの成長過程において、その時期でなければ楽しむことのできな

い大切な一冊に出会えるように、家庭・地域・学校等が連携・協力して子どもの読

書活動を推進していくことが必要です。 

 

２ 国・県の動向 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、国や地方公共団体の責務を明ら

かにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定め、子どもの

読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やか

な成長に資することを目的としています。 

国においては、平成１４年８月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」（第一次基本計画）を定め、家庭・地域・学校等の連携・協力を重視した施策に

取り組みました。平成２０年３月には、第一次基本計画策定後の社会情勢や子ども

の読書活動を取り巻く状況の変化等を踏まえ、第二次基本計画を定めました。平成

２５年５月には、第二次基本計画期間における成果や課題、諸情勢の変化等を検証

した上で、新たに、第三次基本計画を策定しました。 

神奈川県においては、平成１６年１月に「かながわ読書のススメ～神奈川県子ど

も読書活動推進計画～」（第一次計画）を、平成２１年７月には「第二次計画」を策

定し、家庭や地域、学校、あるいは市町村や社会教育関係団体等における子どもの

読書活動の推進を図るため、さまざまな取組を実施してきました。平成２６年４月
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には、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、子どもたちの読書活動をさらに推進

し、すべての子どもが本に親しみ、自主的に読書を行えるよう、「第三次計画」を策

定しました。 

 

３ 本市の第一次計画期間における取組・成果・課題 

本市では、平成１３年の「子どもの読書活動の推進に関する法律」および平成 

１６年の「かながわ読書のススメ～神奈川県子ども読書活動推進計画～」において、

市町村の役割とされた、「地域の特色に応じた読書活動の取組、家庭・地域・保育

所･幼稚園・小中学校等における関係機関･団体等への連携・協力」に基づき、これ

まで本市が取り組んできた子どもの読書活動の推進に関する取組の成果や課題を

検証・抽出し、整理・体系化することによって、今後、子どもをとりまく様々な生

活の舞台において読書活動が一層推進されることを目的に、「小田原市子ども読書

活動推進計画」（第一次計画）を平成２２年９月に策定しました。 

第一次計画では、策定から概ね５年間を取組期間として定め、家庭・地域・学校

等がそれぞれの機能や特性を活かした読書活動を推進するとともに、お互いに連携

を図り、読書に親しむことのできる環境を整えることにより、子どもの発達段階に

応じた読書活動を推進することを計画のめざす姿として取り組みました。 

また、第一次計画期間の最終年に当たる平成２７年９月から１０月に、幼稚園、

保育所、小中学校を通じてアンケート調査（子どもの読書活動に関するアンケート）

を実施しました。第一次計画策定前に実施した子ども読書活動実態調査（平成１９

年度実施）での子どもの読書活動の実態と比較して、第一次計画期間における取組

の成果と課題を検証しました。 

 

（１）家庭における子ども読書活動の取組 

「家庭における家族の読書（家読（うちどく））」を推進するために、家読ス

ローガン「家庭から未来をひらく１ページ」を定め、広く啓発するとともに、

絵本の選び方や絵本の読み方の案内、絵本の紹介を行いましたが、乳幼児のい

る家庭において、読書をしない子どもの割合や家庭で読み聞かせをしない保護

者の割合、読書をしない保護者の割合がいずれも増加しました。今後は、絵本

等の紹介による家読の啓発を継続して行うとともに、多忙な子育て世代が本に

触れる機会を増やすために、身近に本がある環境を整備する必要があります。 

このような状況の中、図書館では、読み聞かせボランティアや学校等で読み

聞かせに参加を希望する方の育成のために継続して実施してきた、読み聞かせ

ボランティア養成講座を、読み聞かせの趣旨を踏まえ、子育て世代の保護者を
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対象とした読み聞かせ講座として平成２７年度より新たに開催し、多くの参加

者を得ました。今後も、家庭での読書環境を支援するために、継続して実施し

ていく必要があります。 

 

  乳幼児のいる家庭での読書の状況 

項 目 平成１９年度 平成２７年度 

読書をしない子どもの割合 １０．８％ ２１．８％ 

読み聞かせをしない保護者の割合 １４．０％ ２１．３％ 

読書をしない保護者の割合 ３７．０％ ４９．４％ 

 

（２）地域における子ども読書活動の取組 

①図書館における子どもの読書活動の取組 

図書館では、最も基本的な機能の一つである資料収集において、児童向け図

書資料の充実を図るとともに、これらの図書資料の利用を促進するために、子

どもの発達段階に応じたブックリストを作成し、幼稚園や保育所、小中学校、

高等学校を通じて配布しました。配布に併せ、図書館ホームページにもブック

リストを掲載しました。図書資料全体の貸出冊数が減少する中で、児童書と※ヤ

ングアダルト向け図書の貸出冊数は、第一次計画の目標値は下回ったものの、

増加しています。 

図書資料の利用促進のための新たな取組として、平成２６年度からは、０歳

から高校生までを対象に、テーマごとに選書した絵本や児童書、ヤングアダル

ト向け図書をタイトルがわからないようにパッケージした「としょかんお楽し

みぶくろ」の貸出を実施しました。この取組は、普段自分では選ばないような

本を手にすることによる、新たな読書への拡がりを狙ったものです。また、※調

べ学習への活用を推進するために、平成２８年度からは、小学生を対象に、「図

書館を使った調べる学習コンクール」を新たに実施しました。このような図書

資料の利活用の拡がりを意識した取組を今後も継続して実施していく必要があ

ります。さらに、図書館利用者層の中でも図書資料の利用が少ないヤングアダ

ルト世代向けに対する利用拡大を図る新たな取組を実施する必要もあります。 

図書館への来館を促進する取組として、ボランティア団体の協力のもと、絵

本の読み聞かせやおたのしみ会、絵本展、おりがみ展等を継続して開催し、多

くの参加者を得ています。これらのボランティア団体の支援として、各ボラン

ティア団体との情報交換会を実施するとともに、連携した取組が継続して出来

るようにする必要があります。 
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図書館の仕事を体験することを通じて、図書館への理解をより一層深めても

らうための取組として、※図書館こどもクラブや※一日図書館員、※図書館たんけ

ん隊を継続して実施しました。また、中学生から高校生までの体験学習を積極

的に受け入れるとともに、教職員の職場研修も多く受け入れ、情報交換の機会

ともしました。これらの取組は、図書館への来館のきっかけにつながるため、

今後も継続して実施する必要があります。 

子どもの読書活動の推進や環境の充実について考える機会の提供を目的とし

た取組として、作家や子ども読書活動に携わっている関係者等を講師に招き、

子どもの読書活動推進講演会を実施し、多くの参加者を得ています。 

 

 努力目標の達成状況 

項 目 平成２１年度 計画期間中の目標値 平成２７年度 

児童書の年間貸出冊数 １７０，９５８冊 ２００，０００冊 １８９，８２９冊 

ヤングアダルト向け 

図書の年間貸出冊数 
６，２４１冊 １０，０００冊 ７，６４５冊 

   ※数値は市内図書館、ネットワーク館の個人貸出冊数の合計。児童書には絵本、紙芝居を含む。 

 

②地域等における読書活動の支援 

子どもたちの身近に本のある環境を整備するために、※放課後児童クラブや図

書館分館、地区公民館、※地域文庫、※家庭文庫等に※自動車文庫による配本を継

続して行いました。放課後児童クラブでは、多くの利用がありましたが、図書

館分館では、利用者数・利用冊数ともに減少しています。また、地域文庫や家

庭文庫の配本箇所も減少しています。地域の自主的な文庫活動に対して、継続

的に支援をする必要があります。 

図書館を利用しにくい地域に住む市民の利便性を向上させるため、かもめ図

書館、市立図書館と市内のネットワーク館（マロニエ図書室、いずみ図書コー

ナー、こゆるぎ図書コーナー、尊徳記念館図書室、生涯学習センターけやき図

書室、国府津学習館図書室）の図書資料の一元管理化を図りました。２つの図

書館とネットワーク館全体での図書の利用冊数は減少していますが、利便性の

向上に伴い、インターネットによる図書の予約等の利用件数は増加しました。 

 

（３）学校・幼稚園・保育所における子ども読書活動の取組 

①学校における子どもの読書活動の取組 

児童生徒の読書に対する意欲と関心を高めるための取組として、すべての小
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中学校で朝の読書活動を継続して実施しました。また、※学校司書や図書ボラン

ティアによる読み聞かせや※ブックトークなどを実施しました。これらの取組に

より、本を読む児童生徒の割合は増加しました。 

学校図書館の充実のための取組として、平成２３年度からすべての小中学校

に週１日学校司書を配置し、さらに平成２４年度からは週２日に配置日数を拡

大しました。読書相談や学習支援をはじめ、図書ボランティアと連携した学校

図書館の環境整備を進めることで、児童生徒の学校図書館の利用を促進しまし

た。また、学校図書館の蔵書のデータベース化も開始しました。学校図書館を

利用する児童の割合の増加や市内小中学校全体の※学校図書館の図書標準に対

する充足状況の割合の増加など、その成果が表れている反面、学校図書館の蔵

書整備に伴い、古い資料等の廃棄が進み、蔵書数が一時的に減少することによ

り、図書標準を充足していない学校が増えるなど、学校図書館の充実のための

課題はあります。今後も児童生徒の読書活動推進に向け、学校司書と図書ボラ

ンティアが連携した取組を進めるとともに、学校図書館を充実するために、デ

ータベース化された蔵書データの活用方法の検討や図書標準をすべての小中学

校で充足させていく必要があります。 

 

 本を読む児童生徒の割合 

 平成１９年度 平成２７年度 

小学生 ８８．５％ ９３．３％ 

中学生 ８３．５％ ８９．７％ 

 

 学校図書館の利用頻度（毎日または週に１日以上利用する児童生徒の割合） 

 平成１９年度 平成２７年度 

小学生 ３２．３％ ４１．９％ 

中学生 １３．６％ ９．２％ 

 

 小中学校全体の図書標準に対する充足状況 

 平成２１年度 平成２７年度 

充足状況割合 ９５．９％ １０７．４％ 

 

 努力目標の達成状況 

項 目 平成２１年度 計画期間中の目標値 平成２７年度 

学校図書館図書標準を充足 

している小中学校の割合 
６３．９％ １００％ ５５．６％ 
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②幼稚園・保育所における子どもの読書活動の取組 

子どもの読書環境を充実させる取組として、施設内に絵本のコーナー等を設

置して、子ども・保護者のみならず、地域の方への開放も行いました。地域の

中の身近な場所に、本がある環境を整えることで、親子をはじめ地域ぐるみで

絵本に親しむなど、地域の中での読書の拡がりを図ることができました。また、

子どもが集中できるように施設内の環境を整えながら、地域の方やボランティ

アとの連携や協力により、絵本の読み聞かせを行いました。職員以外の方に絵

本を読んでもらうことは、子どもにとって刺激を受け、興味を引くことにつな

がり、子どもたちは、静かに真剣に読み聞かせを聞くなど相乗効果を生み出し

ています。さらに、保護者に対しては、「園だより」等を通じて、子どもが興味

を持つ絵本を紹介することにより、家庭での情報共有を図りました。 

このように、多くの成果をもたらしている反面、幼稚園・保育所で提供して

いる絵本が充足できていないこともあります。図書館からの自動車文庫による

配本を受けている幼稚園はありますが、※団体貸出を利用している幼稚園・保育

所はほとんどありませんでした。子どもの読書環境の充実のために、図書館か

らの団体貸出の利用を促進するなど、地域との連携・協力が不可欠になります。 

 

③支援を必要とする子どもの読書活動の取組 

福祉関係機関等との連携を図る取組として、図書館では、特別支援学校の児

童生徒の施設見学や施設利用を積極的に受け入れ、ニーズの把握に努めました。

養護学校内で利用する本の充足や図書館への来館が難しい利用者に対するサー

ビスの拡充など、図書館との連携を推進して、子どもたちが本に触れる機会を

増やしていく必要があります。 

 

（４）学校・関係機関・団体等との連携における子ども読書活動の取組 

①学校と公共図書館との連携 

図書館では、小学校の授業における図書館見学を積極的に受け入れ、図書館

の利用促進を図りました。また、授業カリキュラムでの図書館資料の利活用を

図る取組として、学校の団体登録を促進した結果、小中学校の団体登録数は、

目標値には達しませんでしたが、増加しました。 

学校図書館への図書館としての支援を推進するために、本市図書館協議会に

おいて調査研究を行い、学校図書館と公共図書館が効果的な連携を図るために、

公共図書館が学校図書館に対して支援できることの着実な実施や学校図書館に

対する適切な助言など、公共図書館の役割について、提案を受けました。図書
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館に関わる全ての人たちが密接に連携し、学校図書館と公共図書館が補完し合

える関係づくりが必要です。 

 

 努力目標の達成状況 

項 目 平成２１年度 計画期間中の目標値 平成２７年度 

市内小中学校の団体登録率 ５０％ １００％ ７５％ 

 

②県内公共図書館等及び国立国会図書館サービスの提供 

本市の図書館及び県内の他の公共図書館が所蔵している図書資料をお互いに

貸出・借受する相互貸借事業を継続して実施しました。貸出冊数・借受冊数と

もに年々増加しています。 

また、国立国会図書館の所蔵する資料の取寄せ及び文献の複写サービスを継

続して提供しました。さらに、※デジタル化資料送信サービスや※歴史的音源配

信提供サービスを新たに提供するなど、その充実を図りました。これらの本市

以外の図書館との連携によるサービスの提供は、様々な情報に出会うために、

今後も継続して実施していく必要があります。 

 

③関係機関・団体等の連携・協力 

図書館では、生涯学習施設や地域センターに対して、作成したブックリスト

や子どもの読書活動推進のための事業の情報提供を行いました。これらの情報

は、紙媒体やホームページを中心に提供し、一定の利用や参加者を得ています

が、ＳＮＳ等の効果的な利用など、子どもたちを引き付けられるように、より

一層の工夫が必要です。 

 

④子ども読書活動を推進する図書館以外の関連事業 

図書館では、図書館以外の本市の各課が子どもを対象とした事業などを実施

する際に、事業に関連した図書資料の貸出や図書館内での展示などの支援を通

じて、事業目的が達成できるように相互に協力をしています。今後も子どもを

対象にした事業をはじめ、本市の各課が実施する事業を通じて、子どもの読書

活動に資するように各課との相互協力をするとともに連絡調整を図る必要があ

ります。 
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第２章 第二次計画の基本的な考え方 

 

１ 子ども読書活動の推進でめざす姿 

 第一次計画は、第１章に述べた「１ 子どもの読書活動の意義」を前提として、「子

どもをとりまく様々な生活の舞台において読書活動が一層推進されること」を目的

として策定されました。このような子ども読書活動の意義や、推進の背景について

の理解は、教育現場等では周知のことであっても、一般にその重要性が理解されて

いるとは言いがたく、この関心の低さが、子どもの本離れに対する危機感を欠く一

つの原因になっていると考えられます。 

 本計画では、第一次計画の目指した姿を一歩進め、「子どもの読書活動が推進され、

子どもがどのように成長することを期待しているか」を示すことで、読書活動が子

どもの成長に与えるメリットを推進の動機付けにします。 

 

 読書は、子どもたちの様々な力を育てます。子どもたちは、将来にわたって、様々

な場面や状況で、文章を読み、理解し、行動を起こすことが求められますが、その

ために必要な読解力は、読書によって培われます。また、社会と関わっていくため

に必要なコミュニケーション力や共感力、表現力等の子どもたちが生きていくため

に必要な力を、読書は伸ばしてくれるのです。 

 本計画では、これらの力を身に付け「考えられる」「伝えられる」「大切にできる」

子どもを育てていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さまざまな知識がある 

 必要な情報を調べられる 

 経験と知識を重ね合わせて考え方を組み立てられる 

考
え
ら
れ
る 

 状況に合わせた豊かな言葉を使うことができる 

 自分の気持ちや考え方を表現することができる 

   人との繋がりを深め行動範囲を広げることができる 

伝
え
ら
れ
る 

 何を大切にしなければいけないかがわかる 

 他人の痛みや悲しさを想像することができる 

 多様な価値観を認められる 

大
切
に
で
き
る 

読書で学べること 

〇多様な語彙や表現力 

〇知識・教養・話題 

〇人の気持ちや考え方 

〇問題となること 

〇さまざまな対応力 

〇情報の見つけ方 

      等 
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２ 基本方針 

（１） 家庭・地域・学校等それぞれの機能や特性を活かした読書活動の推進 

 子どもの読書活動が、子どもの日常の場である、家庭・地域・学校等いずれに

おいても盛んに行われることが望まれます。そのためには、それぞれが機能や特

性を活かしながら読書活動を推進し、子どもたちの身近に本があり、いつでも本

を手にすることができる環境を整えていきます。 

（２） 取組を行う関係機関や団体の連携の推進 

 家庭・地域・学校等それぞれの場面で、子どもたちは様々な顔を見せます。ど

こで、どのように過ごし、また、どのような本と接しているかという情報を関係

機関や団体間で相互に共有し、役割分担を図りながら、相乗効果を生み出すよう

に、公共図書館を中心とした連携の中で推進していきます。 

（３） 子どもの発達段階に応じた、読書に親しむことのできる環境づくり 

 乳幼児期から、子どもが成長していく過程で、その発達段階に応じ、子どもの

生活や興味は、どんどん変わっていきます。そうした中で、継続して読書に親し

むことができるように、年代や発達段階を意識しながら読書環境を整え、働きか

けていきます。 

 

３ 計画の位置づけ 

  本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、本市における子ど

もの読書活動の推進に関する「第二次計画」として策定します。また、平成２９年

度にスタートとなります、本市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」（後期基本計画）

や「小田原市教育大綱」、「小田原市学校教育振興基本計画」、「小田原市図書施設・

機能整備等基本方針」との整合に努め、施策・事業間の調整・連携を図ります。 

 

４ 計画の推進に向けて 

   本計画の推進にあたり、子どもの読書活動が効果的に推進されているかを客観的

に測るため、次の６項目を数値目標として設定します。 

 

項  目 平成２７年度 数値目標（平成３４年度） 

乳幼児のいる家庭での 

読書をしない子どもの割合 
２１．８％ １０％ 

児童書の年間貸出冊数 １８９，８２９冊 ２００，０００冊 

ヤングアダルト向け図書の 

年間貸出冊数 
７，６４５冊 １０，０００冊 
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項  目 平成２７年度 数値目標（平成３４年度） 

本を読む児童生徒の

割合 

小学生 ９３．３％ ９８％ 

中学生 ８９．７％ ９５％ 

学校図書館図書標準を充足してい

る小中学校の割合 
５５．６％ ８０％ 

団体登録率 
幼稚園・保育所 １４％ ６０％ 

小中学校 ７５％ １００％ 

 

５ 取組の期間 

計画の実施期間は、本計画に基づく事業を確実に推進する上で、本市総合計画「お 

だわらＴＲＹプラン」（後期基本計画）に合わせ、平成２９年度から平成３４年度ま

での６年間とします。 

 

６ 推進体制 

   図書館を中心とする子ども読書活動にかかわる事業を担当している本市の関係各

課や、家庭、学校・幼稚園・保育所等、関係機関・団体等がそれぞれの機能や特性

を活かすとともに、相互に連携・協力を図り、子どもの成長発達の段階に合わせ、

体系的に子どもの読書活動を推進していきます。 
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第３章 第二次計画推進のための方策 

  

  家庭・地域・学校等がそれぞれの機能や特性を活かし、相互に連携・協力して子ど

もの読書活動を積極的に推進し、０歳から１８歳までの子どもたちへ、素晴らしい本

との出会いの機会を提供していきます。 

 

１ 家庭における子ども読書活動の推進 

子どもを本好きにし、読書習慣を付けていくためには、子どもが一番はじめに本

と出会う場である家庭の役割が非常に重要です。子どもにとって最も身近な存在で

ある保護者自身が読書を楽しみ、家庭の中で読み聞かせをしたり、子どもといっし

ょに本を読んだりするなど、幼いころから子どもが日常的に本と出会い、読書を楽

しむことができる環境をつくることは、その後の子どもの自主的な読書活動に大き

な影響を与えます。また、「家庭における家族の読書(家読：うちどく)」等、家庭で

の読書活動の取組は、子どもの読書活動を推進するだけでなく、家族のコミュニケ

ーションを深めることにも繋がります。家読が日々の家庭生活の中に位置づけられ

るように推進するとともに、子どもの言語力や思考力、判断力、表現力等を高める

ために、「小田原市学校教育振興基本計画」における家庭学習の推進の施策と連携し、

家庭での読書活動を推進します。 

  

○「家読（うちどく）」の推進  

 家庭における子ども読書活動の重要性を広く理解してもらうため、第一次計画

から引き続き、「家読（うちどく）」の取組を推進します。子育て関連部署等と連

携し、情報紙やチラシ等により、家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本につ

いて話し合う「家読」について周知し、家庭での定着を図ります。また、あわせ

て「家読」に向けたおすすめ本等を紹介します。 

  ○ブックリストの作成と活用 

 家庭で本を選ぶ際の参考や、子どもが読書するきっかけとなるように、子ども

の発達段階に応じたブックリストを作成し、図書館及び関連施設で配布します。 

○乳児と保護者への啓発事業 

   子どもと保護者が絵本を介して、ゆっくりと心触れあうひとときを持つきっか

けや子どもと本をつなぐきっかけを作り、身近に本がある環境を整備するための

方策の実施に向けて、本市関連部署との連携を推進します。 
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○読み聞かせ講座の実施 

   家庭での読書環境を支援するために、子育て世代の保護者を対象にした読み聞

かせ講座を継続して実施します。 

 ○家庭教育講座との連携 

   社会教育の一環として、学校や幼稚園、保育所の保護者等を対象に開かれる家

庭教育学級等において、子ども読書の意義や、進め方に関する研修を実施します。 

 

２ 地域における子ども読書活動の推進 

   図書館は、地域の知的基盤として地域住民の学習活動を支援するとともに、地

域の情報拠点となっています。子どもにとって図書館は、読みたい本を自由に手

に取り、読書の楽しみを知る場であり、調べ学習などで情報を集めたり、問題解

決のヒントを得たりすることを通じ、読解力や情報活用能力を身につける事がで

きる場です。保護者にとっても、子どもに読ませたい本の選択や相談のできる場

となっています。 

   また、図書館では、子どもやその保護者を対象に、読み聞かせ会や講座、展示

会等を実施して読書活動のきっかけを提供するほか、それらに関わるボランティ

アの活動機会や場所の提供を行っています。地域での子どもの読書活動を支えて

いくため、地域のボランティアグループを支援し、人材を育成していきます。 

   さらに、図書館では、子どもたちの読書習慣の定着を図るために「小田原市学

校教育振興基本計画」における読書活動の充実の施策と連携し、子どもの読書活

動を推進します。 

 

○図書資料の充実 

  発達段階に応じた図書資料（乳幼児向け、児童向け、ヤングアダルト向け）の

充実を図ります。 

 ○図書資料の利用促進 

  子どもたちに、新たな読書の拡がりを提供するため、「としょかんお楽しみぶく

ろ」の貸出を継続して実施します。また、「図書館を使った調べる学習コンクール」

等も継続して実施し、調べ学習への図書資料の活用を促進します。 

○ブックリストの作成と活用（再掲） 

  発達段階に応じたブックリストを作成し、図書館及び関連施設で配布します。 

○図書館への来館促進 

  ボランティア団体の協力を得て、絵本の読み聞かせやおたのしみ会、絵本展、

おりがみ展等を継続して実施し、子どもや保護者が図書館に来館するきっかけを
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多くつくります。 

 ○ボランティア団体との連携と支援 

  読書に関わるボランティア活動を行っている市民グループのネットワーク化や

情報交換を行う場を提供し、知識の共有やレベルアップを図ります。 

○児童行事の充実 

  学習や遊びを通して図書館への理解を一層深めてもらうため、一日図書館員等

の児童行事を充実させます。 

○職場体験・体験学習の受け入れ 

  学校の体験学習を積極的に受け入れ、中学生や高校生に図書館を理解し親しん

でもらえる機会を提供していくことで、読書活動の推進を学校に広めるリーダー

的役割を果たす子どもを育むよう努めます。 

○読書活動推進講演会の実施 

  作家や子ども読書活動に携わっている関係者等を講師に招き、子どもの読書活

動の推進や環境について考える機会を提供します。 

○地域等における読書活動の支援 

  子どもたちに身近な読書環境を整備するために、放課後児童クラブや地域の自

主的な文庫活動に対して、自動車文庫による配本を実施し、継続して支援します。 

○支援を必要とする子どもの読書活動の推進 

  特別支援学校の児童生徒の見学や施設利用を引き続き受け入れるとともに、※

ＣＤブックや触れて楽しむ本等の充実に努めます。また、学校や関係施設、支援

団体と情報を共有し、子どもの心の支えとなる本との出会いの場として、他の来

館者にも配慮しながら見守っていきます。 

 ○国際化を見据えた読書活動の推進 

  ２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックを控え、国際社会の一員

としての自覚と知識を身に付けられるように、諸外国や日本文化を紹介する図書

を充実させます。また、外国語の絵本を充実させ、読み聞かせ等を通じて外国語

に親しむ機会を設けるとともに、日本語を母国語としない子どもたちでも楽しめ

るよう配慮していきます。 

 ○図書館員の資質向上 

  子どもの発達段階に応じた図書の選書や読書指導等のために、児童やヤングア

ダルト用図書を含む図書資料に関する広範な知識を習得します。また、子どもの

読書活動に関する案内や相談に対応するための研修等に参加し、子どもの読書活

動を支援する図書館員の資質・能力の向上を図ります。 
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３ 学校・幼稚園・保育所における子ども読書活動の推進と連携 

   幼稚園と保育所は、乳幼児期の子どもが読書に親しむ活動を積極的に行うこと

を期待されています。また、学校は子どもが生涯に渡る読書習慣を身に付ける上

で大きな役割を担っており、発達段階に応じた読書指導を充実させ、読書量だけ

でなく、読書の質についても高めていくことが期待されています。 

「小田原市学校教育振興基本計画」に基づいた、学校司書と図書ボランティア

との連携をはじめ、地域の方やボランティアとの連携や協力を進めることで、子

どもの読書活動の充実を図ります。 

 

○学校における読書活動の推進 

   朝の読書活動を継続して実施し、子どもの読書の習慣化に取り組みます。また、

ボランティア等と連携し、読み聞かせ、ブックトーク等を実施していきます。 

 ○学校図書館の充実 

   学校司書の計画的な配置を継続して行うとともに、図書ボランティアと連携し

た学校図書館の環境整備を更に推進して、児童生徒の利用を促進します。 

   また、データベース化を図っている学校図書館の蔵書情報の利活用を検討しま

す。 

 ○幼稚園や保育所における読書活動の推進 

   幼稚園や保育所において、乳幼児が絵本や読書に親しむ活動が一層充実するよ

う、絵本コーナー等の設置や、図書館の団体貸出を利用し、保護者や園児の読書

環境を整えます。ボランティア等と連携を図り、子育て支援の観点も踏まえ、保

護者への読書活動の意義や大切さの普及に努めます。 

 

４ 小田原ゆかりの文学を通じた子ども読書活動の推進 

  小田原は、近代文学の魁である北村透谷、詩人として名高い北原白秋など、数

多くの文人が生まれ、居を構えました。作品の中には、小田原が登場し、今も、

その風趣を味わうことができる景色が残されているものも少なくありません。こ

うした小田原ゆかりの文学者や作品を知ることで、小田原ならではの知識や、郷

土への愛着が身につき、豊かな文学的風土のまちに育つ子どもとして、読書の幅

を広げていくような働きかけをします。 

   

○小田原文学館への来館促進 

 本市南町にある小田原文学館は、登録有形文化財でもある歴史的建造物を活用

し、小田原の文学について学べる施設です。この存在を広く周知し、子どもたち
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の来館を促進していきます。 

  ○小田原ゆかりの童謡・詩歌の普及 

 大正期に小田原に居住した北原白秋は、この時期の童謡運動を牽引する存在で

「からたちの花」「ペチカ」「この道」など、教科書にも多く採用されている作品

を小田原在住時代に創作しました。また、「めだかの学校」や「みかんの花咲く丘」

など小田原ゆかりの童謡は数多くあります。童謡を耳にする機会を増やし、親し

み、歌い継いでいくことで、文学への扉を広げていきます。 

 詩や俳句、短歌などは、情緒豊かな言葉遣いや表現方法を通じて、豊かな表現

力を育てることができます。自分で書き写したり、朗読したりする体験を通し深

く味わう機会を増やします。三好達治や藤田湘子など教科書でも取り上げられる

小田原ゆかりの詩人や俳人の作品や、小田原を訪れ、小田原の風景を詠んだ詩歌

を、子どもたちに紹介していきます。 

  ○小田原が登場する作品等の紹介 

 文学作品の中で、自分が知っている風景や事柄に出会うと、その作品に親しみ

がわき、より印象が深く、作品の世界を感じることができるものです。小田原を

舞台にした作品や、小田原ゆかりの人物が登場する作品を、展示やブックリスト、

ブックトークなどの機会に積極的に取り上げ、読書のきっかけづくりをします。 

  

５ 新たな図書施設の中での子ども読書活動の推進 

  「小田原市図書施設・機能整備等基本方針」では、「アクセスしやすい出会う図

書館」を小田原駅前の新たな図書施設におけるコンセプトとし、その役割の一つ

として「次世代の育成」を掲げています。利用しやすい読書環境の整備に併せて、

図書資料の利用が少ないヤングアダルト世代の利用促進に向けて、事業を展開し

ます。 

 

○図書施設への誘い 

 図書館は、誰でも利用することができ、様々な情報に出会える公共施設です。

近年は、家庭や学校に次ぐ「第三の場（サード・プレイス）」としての役割も注目

されており、自分自身の充電を図る憩いの場として利用する人も増えてきました。

図書館に足を運び、その雰囲気に親しみながら、本と出会い、読みたい本を探し、

手に取ってもらうため、子どもたちが利用している新しいメディアなどを活用し、

来館を喚起するような情報発信や子どもの読書への意欲を促進します。 

  ○子育て世代、子ども連れの来館の促進 

 子どものころから図書館に親しむことは、読書活動の推進に大きく寄与するも
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のですが、小さな子どもを連れての外出は、子どもの言動や行動など保護者が気

を遣うことが多くあります。新たな図書施設では、子ども連れでも気兼ねなく来

館できるよう配慮した施設にすることで、子育て世代の来館を促します。また、

来館者が、新たな気づきを得て、本により親しみが持てるように展示の工夫や子

育て世代向けの事業を実施することで、繰り返し来館されるよう務めます。 

  ○ヤングアダルト世代を対象とした事業の実施 

 これまで、中高生を対象とする図書館事業は、体験学習を中心に実施している

ため、参加できる中高生は限られていました。一方、自習目的で図書館を訪れる

中高生は多くおり、新たな図書施設では、こうした中高生の来館が期待されます。

来館した中高生が、次のステップとして、心に残る本と出会えるように、それぞ

れにあった本を推薦していくとともに、※ビブリオバトルなど訴求力が強い事業

を実施し、中高生の参加を増やします。 
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■計画の体系図 

基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

基
本
方
針 

（１）家庭・地域・学校等それぞれの機能や特性を活かした読書活動の推進 

（２）取組を行う関係機関や団体の連携の推進 

（３）子どもの発達段階に応じた、読書に親しむことのできる環境づくり 

 

 

数 値 目 標 

 

①乳幼児のいる家庭での読書をしない子どもの割合        １０％ 

②児童書の年間貸出冊数                ２００,０００冊 

③ヤングアダルト向け図書の年間貸出冊数         １０,０００冊 

④本を読む児童生徒の割合          小学生      ９８％ 

                      中学生      ９５％ 

⑤学校図書館図書標準を充足している小中学校の割合       ８０％ 

⑥団体登録率                幼稚園・保育所  ６０％ 

小中学校 １００％ 

 

 

推進のための方策 

 

１ 家庭における子ども読書活動の推進 

２ 地域における子ども読書活動の推進 

３ 学校・幼稚園・保育所における子ども読書活動の推進と連携 

４ 小田原ゆかりの文学を通じた子ども読書活動の推進 

５ 新たな図書施設の中での子ども読書活動の推進 

 

考えられる 

子ども読書活動の推進でめざす姿 

伝えられる 大切にできる 
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計画事業一覧 

 

事 業 項 目 関係機関等 

家庭における 

子ども読書活動の推進 

「家読（うちどく）」の推進 

生涯学習課 

図書館 

健康づくり課 

子育て政策課 

ブックリストの作成と活用 

乳児と保護者への啓発事業 

読み聞かせ講座の実施 

家庭教育講座との連携 

地域における 

子ども読書活動の推進 

図書資料の充実 

図書館 

ネットワーク館 

図書資料の利用促進 

ブックリストの作成と活用（再掲） 

図書館への来館促進 

ボランティア団体との連携と支援 

児童行事の充実 

職場体験・体験学習の受け入れ 

読書活動推進講演会の実施 

地域等における読書活動の支援 

支援を必要とする子どもの読書活動の推進 

国際化を見据えた読書活動の推進 

図書館員の資質向上 

学校・幼稚園・保育所における 

子ども読書活動の推進と連携 

学校における読書活動の推進 
保育課 保育所 

教育指導課 

幼稚園 小中学校 

学校図書館の充実 

幼稚園や保育所における読書活動の推進 

小田原ゆかりの文学を通じた 

子ども読書活動の推進 

小田原文学館への来館促進 

図書館 小田原ゆかりの童謡・詩歌の普及 

小田原が登場する作品等の紹介 

新たな図書施設の中での 

子ども読書活動の推進 

図書施設への誘い 

図書館 子育て世代、子ども連れの来館の促進 

ヤングアダルト世代を対象とした事業の実施 
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用語解説 

 

※ヤングアダルト 

 児童と成人の中間に位置する主に中学生・高校生の読者あるいは利用者。ＹＡと

略して使用することもある。 

※調べ学習 

 児童・生徒が課題について、図書館を利用したり、聞き取り調査をしたりして結

果をまとめること。 

※図書館こどもクラブ 

 小学生を対象に、図書館の仕事、絵本づくり等の体験や学習や活動を通じて図書

館への一層の理解を深めてもらうことを目的とした図書館行事。 

※一日図書館員 

 夏休み期間中に、小学校４～６年生を対象として、図書館の仕事を体験すること

により、図書館をさらに身近なものとすることを目的とした図書館行事。 

※図書館たんけん隊 

夏休み期間中に、小学校１～３年生を対象として、図書館内の見学や壁面おりが

みの製作などを行い、図書館の利用方法を理解することを目的とした図書館行事。 

※放課後児童クラブ 

 保護者の就労や疾病などにより、放課後の家庭において健全な育成を受けられな

い小学生を対象に、生活や遊びの場を提供する制度。 

※地域文庫 

 地域の自治会やＰＴＡなどのグループが地域の施設等で子どもを対象に図書の貸

出等を行う私設の図書館。 

※家庭文庫 

 個人の篤志家が自宅を開放し、子どもを対象に図書の貸出等を行う私設の図書館。 

※自動車文庫 

 図書館サービスを市全域に提供するため、図書館分館や配本所に定期的に図書資

料の配本を行う事業。 

※学校司書 

 学校図書館の充実を図り、児童や生徒、教員の学校図書館の利用促進のため、専

ら学校図書館に関する業務を担当する職員。 

※ブックトーク 

 子どもや成人の集団を対象に、特定のテーマに沿ってあらすじや著者紹介等を交

えて，本への興味が湧くような工夫を凝らしながら本の内容を紹介すること。 



20 

※学校図書館図書標準 

 公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として平成５年３月に

文部科学省が各学校（小・中学校、特別支援学校等）の学級数に応じた蔵書の標

準冊数を定めたもの。 

※団体貸出 

 幼稚園・保育所・小中学校等やその他の団体に対して、貸出冊数や貸出期間の上

限を１００冊（その他の団体は５０冊）、１か月として図書資料等の貸出をする制

度。 

※デジタル化資料送信サービス 

 国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料

を国立国会図書館の承認を受けた図書館等の館内で利用できるサービス。 

※歴史的音源配信提供サービス 

 歴史的音盤アーカイブ推進協議会（HiRAC）がデジタル化した、１９００年初頭

から１９５０年頃までに国内で製造されたＳＰ盤及び金属原盤等に収録された音

楽や演説等の約５万の音源のうち、インターネット上で一般公開されていない音

源を、国立国会図書館の配信提供に参加している図書館等の館内で利用できるサ

ービス。 

※ＣＤブック 

 主に書籍を朗読したものを録音した音声媒体。 

※ビブリオバトル 

 参加者が面白いと思った本を紹介し合い、参加者全員でディスカッションを行い、

最後に一番読みたくなった本を投票で決めるゲーム。（書評合戦）。 
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「子どもの読書活動に関するアンケート」の結果 

 

１ 調査の概要 

 （１）調査の目的 

「第二次小田原市子ども読書活動推進計画」の策定に当たり、幼稚園・保育所

の園児の保護者や小中学校の児童生徒を対象にアンケート調査を行うことにより、

平成２２年９月に策定した「小田原市子ども読書活動推進計画」の成果を検証し、

第二次計画策定の基礎資料とするために実施する。 

 

（２）実施方法 

  調査対象校にアンケート用紙を配布し、幼稚園・保育所、小中学校ごとに実施・

回収する。 

 

（３）調査対象 

 ①調査対象   小田原市内の公立幼稚園・保育所、小中学校 

        （幼稚園６園、保育所６園、小学校２５校、中学校１１校） 

        幼稚園・保育所は園ごとに１５人 

        小中学校は各学年１クラス 

②対象学年等  幼稚園・保育所 ０～６歳 

        小中学校    全学年 

  

（４）調査期間 

   平成２７年９月１７日～１０月１６日 

 

（５）サンプル数 

①幼稚園・保育所  １６９人 

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計 

人 数 1 人 5 人 9 人 17 人 37 人 60 人 40 人 169 人 

②小学校    ４,３１５人 

学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合 計 

人 数 674 人 684 人 708 人 695 人 765 人 789 人 4,315 人 

③中学校    １,０６９人 

学 年 １年 ２年 ３年 合 計 

人 数 368 人 356 人 345 人 1,069 人 
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２ 調査の結果 

（１）幼稚園・保育所の園児の保護者 

 ①お子さんの読書のための本は、どのようにされていますか 

 

  ５６.２％の家庭が、子どもの本を「自分の家で購入」していると回答しており、

保護者が子どもに本を提供している割合は、平成１９年度に比べて、３.４ポイン

ト増加しています。また、「図書館等で借りる」家庭も２７ .２％となり、平成   

１９年度に比べて、４.２ポイント増加しています。 

 

 

②お子さんの市立図書館・かもめ図書館・ネットワーク館の利用状況を教えてく

ださい 

 
   「月に１日以上」図書施設を利用する子どもの割合は、３４.２％となり、平

成１９年度に比べて、５.５ポイント減少していますが、６４.６％の子どもが「図

書施設を利用しない」と回答しており、平成１９年度より、８.１ポイント増加

しています。利用しない理由として、「家の身近に図書施設がないため利用しに

くい。」といった意見が多くありました。 

 

 

 ③お子さんはどのくらい読書をされていますか 

 

52.8%

56.2%

23.0%

27.2%

1.4%

1.9%

22.9%

14.7%

平成１９年度

平成２７年度

自分の家で購入 図書館等で借りる 知人から借りる その他

0.5%

0.6% 3.3%

0.6%

39.7%

34.2%

56.5%

64.6%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 利用しない

41.7%

27.6%

39.4%

38.2%

8.2%

12.4%

10.8%

21.8%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 読書はしない
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「毎日」読書をする子どもの割合は２７.６％となり、平成１９年度に比べて、

１４.１ポイント減少しています。また、「読書はしない」子どもの割合は、２１.

８％となり、平成１９年度に比べて、１１ポイント増加しています。 

 

 

④お子さんに読み聞かせをされていますか 

 

     「毎日」読み聞かせをしている家庭は、１０.０％となり、平成１９年度に比

べて、１８.３ポイント減少しています。また、「読み聞かせはしない」家庭は、

２１.３％となり、平成１９年度に比べて、７.３ポイント増加しています。子ど

もの就寝時間の優先や親の就労時間の影響で読み聞かせに充てる時間が取れな

い等の意見がありました。 

 

 

⑤市立図書館・かもめ図書館・けやき図書室で実施している絵本の読み聞かせを

ご存じですか 

 

図書館等で実施している絵本の読み聞かせを「知っている」と回答した保護者 

の割合は、７０.６％ありました。平成１９年度に比べて、１３.３ポイント増加し

ています。 

 

 

 

 

 

28.3%

10.0%

38.9%

46.8%

18.9%

21.9%

14.0%

21.3%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 読み聞かせはしない

57.3%

70.6%

42.7%

29.4%

平成１９年度

平成２７年度

知っている 知らない
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⑥あなた自身は読書をされていますか 

 

   「毎日」読書をする保護者の割合は、１２.２％となり、平成１９年度に比べて、

２.５ポイント減少しています。また、「読書はしない」保護者の割合は、半数近

い４９.４％となり、平成１９年度に比べて、１２.４ポイント増加しています。 

 

 

（２）小学生 

①読書をすることは好きですか 

 

 読書をすることが「好き」な児童の割合は、６１.４％となり、平成１９年度に

比べて、１５.１ポイント増加しています。また、読書が「きらい」な児童の割合

は、５.５％となり、平成１９年度に比べて、４.４ポイント減少しています。 

 

 

②あなたは本を読んでいますか 

 
 本を「読む」児童の割合は、９３.３％となり、平成１９年度に比べて、４.８ポ

イント増加しています。 

14.7%

12.2%

25.0%

18.9%

23.3%

19.5%

37.0%

49.4%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 読書はしない

46.3%

61.4%

43.8%

33.1%

9.9%

5.5%

平成１９年度

平成２７年度

好き 好きでもきらいでもない きらい

88.5%

93.3%

11.5%

6.7%

平成１９年度

平成２７年度

読む 読まない
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③本を読まないのはなぜですか 

 

 調査項目を追加したため、正確な比較はできませんが、「勉強や習い事」や「読

みたい本がない」ため、本を読まない児童の割合は、それぞれ、２９.２％、５４.

８％となり、平成１９年度に比べて減少しています。「その他」の理由では、「読

書に興味がない」や「身近に本がない」、「運動やスポーツを優先している」など

がありました。 

 

 

④あなたはどのような本を読みますか 

 

 「科学」の分野の本を読む児童の割合が１１.２％となり、平成１９年度に比べ

て、２.９ポイント増加していますが、児童が読む本のジャンルの大きな変化はあ

りませんでした。 

 

 

⑤学校の図書室をどのくらい使いますか 

 

35.1%

29.2%

64.9%

54.8% 16.0%

平成１９年度

平成２７年度

勉強や習い事 読みたい本がない その他

絵本 歴史 伝記 科学 芸術 スポーツ 小説 その他

平成１９年度 19.8% 10.2% 6.4% 8.3% 3.6% 10.2% 22.7% 18.8%

平成２７年度 20.7% 11.6% 7.2% 11.2% 4.1% 9.9% 21.7% 13.6%

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

3.3%

6.9%

29.0%

35.0%

27.3%

26.2%

31.2%

24.7%

9.2%

7.2%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 年に数回 利用しない



26 

 「毎日」と「週に１日以上」学校の図書室を利用する児童の割合は、それぞれ

６.９％、３５.０％となり、平成１９年度に比べて、増加しています。また、「年

に数回」や「利用しない」はそれぞれ２４.７％、７.２％となり、平成１９年度に

比べて減少しています。 

 

 

⑥市立図書館・かもめ図書館・ネットワーク館をどのくらい使いますか 

 

   市内の図書施設を「利用しない」児童の割合は３１.９％となり、平成１９年度

に比べて、２.５ポイント減少しています。「毎日」と「週に１日以上」利用する

児童の割合は、それぞれ１.５％、９.６％で平成１９年度とほぼ同じ割合でした。 

 

 

（３）中学生 

①読書をすることは好きですか 

 

読書をすることが「好き」な生徒の割合は、５４.７％となり、平成１９年度に

比べて、２１.２ポイント増加しています。また、読書が「きらい」な生徒の割合

は、６.８％となり、平成１９年度に比べて、７.８ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

0.8%

1.5%

9.5%

9.6%

18.3%

20.4%

37.1%

36.6%

34.4%

31.9%

平成１９年度

平成２７年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 年に1日以上 利用しない

33.5%

54.7%

51.9%

38.5%

14.6%

6.8%

平成１９年度

平成２７年度

好き 好きでもきらいでもない きらい
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②あなたは本を読んでいますか 

 

本を「読む」生徒の割合は、８９.７％となり、平成１９年度に比べて、６.２ポ

イント増加しています。 

 

 

③本を読まないのはなぜですか 

 

調査項目を追加したため、正確な比較はできませんが、「勉強や習い事」や「読

みたい本がない」ため、本を読まない生徒の割合は、それぞれ、１４.８％、６３.

４％となり、平成１９年度に比べて減少しています。「その他」の理由では、「読

書に興味がない」や「読書をしている時間がない」などがありました。 

 

 

④あなたはどのような本を読みますか 

 

89.7%

83.5%

10.3%

16.5%

平成２７年度

平成１９年度

読む 読まない

26.6%

14.8%

73.4%

63.4% 21.8%

平成１９年度

平成２７年度

勉強や習い事 読みたい本がない その他

絵本 歴史 伝記 科学 芸術 スポーツ 小説 その他

平成１９年度 3.9% 7.6% 5.4% 5.3% 1.7% 11.0% 51.1% 13.9%

平成２７年度 4.8% 8.9% 4.9% 4.1% 2.1% 11.8% 51.8% 11.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%
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「科学」の分野の本を読む生徒の割合が４.１％となり、平成１９年度に比べて、

１.２ポイント減少していますが、生徒が読む本のジャンルの大きな変化はありま

せんでした。 

 

 

⑤学校の図書室をどのくらい使いますか 

 

「毎日」と「週に１日以上」学校の図書室を利用する生徒の割合は、それぞれ

１.７％、７.５％となり、平成１９年度に比べて、減少しています。また、「利用

しない」生徒は、４１.６％となり、平成１９年度に比べて、９ポイント増加して

います。 

 

 

⑥市立図書館・かもめ図書館・ネットワーク館をどのくらい使いますか 

 

市内の図書施設を「利用しない」生徒の割合は３８.７％となり、平成１９年度

に比べて、４.４ポイント増加しています。「毎日」と「週に１日以上」利用する生

徒の割合は、それぞれ０.４％、２.０％で平成１９年度とほぼ同じ割合でした。 

 

 

 

 

 

 

1.7%

2.0%

7.5%

11.6%

14.1%

14.9%

35.1%

38.9%

41.6%

32.6%

平成２７年度

平成１９年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 年に数回 利用しない

0.4% 1.3%

2.0%

1.3%

12.4%

12.9%

46.5%

50.3%

38.7%

34.3%

平成２７年度

平成１９年度

毎日 週に1日以上 月に1日以上 年に1日以上 利用しない
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議案第１号  

 

平成２９年度学校教育の基本方針及び教育指導の重点について 

 

平成２９年度学校教育の基本方針及び教育指導の重点について、議決を求める。 

 

平成２９年１月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





議案第２号  

 

平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について 

 

平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について、議決を求める。 

 

平成２９年１月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査への参加について 

小田原市教育委員会 

（文部科学省「平成２９年度全国学力･学習状況調査に関する実施要領」より） 

 

１ 調査の概要について 

（１）調査目的 

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を

把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生

徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、教育

に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

 

（２）調査対象 

    小学校第６学年、中学校第３学年の原則として全児童生徒 

ただし、特別支援学級に在籍している児童生徒のうち、以下に該当する場合は、調査の対象と 

しないことを原則とする。 

・下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒 

・知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科の内容の指導を受けて

いる児童生徒 

 

（３）調査事項 

  ① 児童生徒に対する調査（悉皆調査） 

   ア 教科に関する調査 

   （ア）小学校調査は、国語及び算数とし、中学校調査は、国語及び数学とする。 

   （イ）出題範囲は、調査する学年の前学年までに含まれる指導事項を原則とする。 

      ・主として「知識」に関する問題（Ａ問題） 

      ・主として「活用」に関する問題（Ｂ問題） 

   （ウ）出題形式については、記述式の問題を一定割合で導入する。 

   イ 質問紙調査 

     学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査を実施する。 

  ② 学校に対する質問紙調査（悉皆調査） 

     学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に

関する質問紙調査を実施する。 

     

（４）調査実施日 

① 児童生徒に対する調査 平成２９年４月１８日（火） 

② 学校に対する質問紙調査 平成２９年４月に実施する。 

 

（５）調査結果の取扱いに関する配慮事項 

    調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果た

すことが重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校にお

ける教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないよう



にすることなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。 

  ① 市町村教育委員会においては、以下のとおり取り扱うこと。 

    ・市町村教育委員会が設置管理する学校全体の結果について、それぞれの判断において、公表

することは可能であること。 

    ・自らが設置管理する学校の状況について、それぞれの判断において、公表することは可能で

あること。この場合、個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては、その教育上

の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。 

  ② 学校においては、自校の結果について、それぞれの判断において、公表することは可能である 

こと。 

  ③ 調査結果の公表に当たっては、以下により行うこと。 

    ・単に平均正答数や平均正答率などの数値のみの公表は行わず、調査結果について分析を行い、 

その分析結果を併せて公表すること。 

    ・個々の学校名を明らかにした公表を行う場合、平均正答数や平均正答率などの数値について

一覧での公表やそれらの数値により順位を付した公表などは行わないこと。 

    ・児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど、児童生徒の個人情報

の保護を図ること。 

    ・学校や地域の実情に応じて、個別の学校や地域の結果を公表しないなど、必要な配慮を行う

こと。 

（６）留意事項 

    調査の目的に鑑み、各教育委員会、学校等においては、調査結果を直接又は間接に入学者選抜

に関して用いることはできないこと。 

 

（７）保護者に対する調査（抽出調査） 

  ① 調査の目的 

家庭状況と児童生徒の学力等の関係について分析することにより、国、教育委員会及び学校

における教育施策や教育指導の改善・充実に役立てる。 

② 調査の対象  

文部科学省が調査対象として抽出した、市町村教育委員会が設置管理する学校において、本 

体調査を受けた児童生徒の保護者を対象とする。 

③ 調査事項   

児童生徒の家庭における状況、保護者の教育に関する考え方等に関する調査を実施する。 

  ④ 調査実施日等  

平成２９年５月８日（月）～５月２９日（月）の期間のうち、対象学校が実施可能な期間に 

実施する。 

 

２ 平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について 

・平成２９年度の調査へ協力し参加する。 

 

３ 平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果の公表について 

 

・調査結果については、平成２８年度までと同様、市の結果について公表する。 



議案第３号  

 

小田原市博物館基本構想の策定について 

 

小田原市博物館基本構想の策定について、議決を求める。 

 

平成２９年１月２６日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■老朽化と移転問題を抱える郷土文化館 

■既存施設間の機能分担と連携【 】 

■活用を待つ豊かな地域資源【 】 

課 

題 

基本的な考え方と目指す姿

- - 

■小田原の歴史をたどる 
  小田原市域を主体としつつ、広く隣接する地域をも対象。広い視野に立って活動を展開する 
 

■「小田原の宝」を守り未来に伝える  
  博物館資料+地域資源＝「小田原の宝」が、適切に保存・活用される環境を整える 
 

■市民とともに活動する 
  市民とともに活動し、時代の要請に応えて成長する 
 

■まちをまるごと博物館にする 
  新しい博物館が中核となり、既存施設や市民とともに、まちをまるごと博物館と見立てて活動する 

  本市の文化観光の推進に寄与する 

 
 

○小田原の歴史・文化を伝える 

  歴史総合博物館 
  ※歴史・考古・民俗分野を主体とする 

 

○誰でも使いやすい博物館 
  ※ユニバーサルデザインを導入する 

 

○市民と育てる博物館 
  ※市民と博物館が協働、活動に 

   市民の声を反映する  

 

○学校教育と連携した博物館 
  ※需要の掘り起し、授業への活用を図る 

 

○災害に強い安全な博物館 
   

 

○情報を集約し発信する博物館 
   

 

○連携の中核となる博物館 
  ※既存施設の機能補完、地域資源 

   の回遊拠点とする 

 
 

○学びを支える・分かち合う 

  －教育・普及－ 
  ※様々な資料を用い 、利用者の 

    学びを支援する 
 

 

○みせる・知らせる 

  －展示・情報発信－ 
    ※誰にでもわかりやすい展示をし、  

   常設展は定期的な見直しを行う 
 

 

○調べる・明らかにする 

  －調査・研究－ 
    ※市民と協働した活動も行い、 

    その成果を生かす 
 

 

○集める・守り伝える 

  －収集・保管－ 
    ※収集した資料や情報を将来に 

    わたって活用できるようにする 

 
 

・登録博物館、公開承認施設と 

 しての要件を備える 
  ※国宝・重要文化財が展示できる 

 

・

 が高い城址公園周辺が候補地 

 本市の現状に則して検討する 
 

 
 
 
 
 

 

・入館料は原則無料を前提に 

 検討する  

・館の運営主体は活動の継続性  

 を重視して選定する 

・館の方向性と活動を実現できる 

 職員体制を整える 

・外部より客観的な意見を得る場 

  を定期的に設ける 

方向性  活動  施設設備・立地 

運営・組織  

- 新しい博物館 -   Odawara New Museum  

上
記
実
現
へ
の
４
つ
の
視
点




















































































